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Ⅰ　概況

Ⅱ　法人の概要

名 称 地方独立行政法人長野市民病院

地方独立行政法人長野市民病院　2020年度（令和２年度）業務実績報告書

　第2期中期計画の２年目となる2020年度は、新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、国や地域の動向を踏まえながら適切な対応に努める
とともに、市民病院の役割に則った医療提供と経営基盤の確立に取り組んだ。診療機能の面では、まず、高度急性期・急性期医療の維持に注力し
た。24時間365日救急患者を断らない体制の維持に努め、地域の救急医療の拠点としての機能向上に取り組んだほか、地域がん診療連携拠点病
院として、患者の体に対する負担（侵襲）を減らした先進技術を活用し、内視鏡手術、放射線治療、化学療法、緩和ケア等の体制充実を図りながら、
患者のニーズに応じた集学的治療を推進し、高度専門的ながん診療の提供を推進した。「脳・心臓・血管診療」においては、急性期脳梗塞に対する
緊急治療や急性心筋梗塞や狭心症に対する心臓カテーテル治療等を推進した。
　次に、市民病院に求められる医療の提供に取り組んだ。地域の医療・福祉・介護機関との緊密な連携のもと、訪問看護ステーションによる在宅復
帰支援や地域包括ケア病棟を活用した高齢者の軽症急性期入院に対応するなど地域のニーズに対応したほか、人間ドックのキャンセル待ち解消
や健康管理アプリサービスの導入等により健診ニーズに応えるなど、更なる健診の質向上を図った。また、北信地域の医師が不足する病院や長野
市国保鬼無里診療所への医師派遣を引き続き行ったほか、「地域災害拠点病院」及び「長野県DMAT指定病院」としての体制整備に努めた。一方、
新型コロナウイルス感染症に対しては、地域の関係機関との連携により、陽性患者の入院受入れや発熱患者の外来診療・検査に対応するなど、適
切な医療支援に努めた。
　経営面では、業務改善を進めながらも、弾力的な予算執行など経済性を発揮した業務運営によって収支バランスの適正化を図り、中期目標・中期
計画の達成に向けて一丸となって取り組んだ。その結果、当期総利益は395百万円となり、黒字経営を維持することができた。

１　名　称　　　　　地方独立行政法人長野市民病院

２　所在地　　　　　長野市大字富竹1333番地1（〒381-8551）

３　設立年月日   2016年4月1日

４　設立団体    　 長野市

５　目　的

６　業　務

（１）　医療を提供すること。

（２）　医療に関する調査及び研究を行うこと。

（３）　医療に従事する者に対する研修を行うこと。

（４）　医療に関する地域への支援を行うこと。

（５）　人間ドック、健康診断等の予防医療を提供すること。

（６）　前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

７　資本金 2,654,139,152 円

　地方独立行政法人法に基づき、地域住民に救急医療及び高度医療をはじめとした医療を提供するとともに、地域の医療機関との機能分担及び
連携を行うことにより、住民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。（定款第１条）
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８　役員の状況（2021年3月31日現在）

９　法人が運営する病院の概要

吉池　文明 　副院長

草野　義和 　副院長

監事

備　考

　病院長

　上席副院長

　長野市医師会会長

西村　秀紀

内山  詞恵

池田　宇一

備　考

　八十二銀行　常務取締役

　堀越倫世税理士事務所　税理士

氏　名

宮原　博之

堀越　倫世

職　名

　副院長

　副院長

区　分

病院名称

　法人事務局長・事務部長

職　名

理事長

副理事長
平井　一也

宮澤　政彦

氏　名

松本  孝生

松田　　 智 　副院長

備　考詳細内容

長野市民病院

（１）土地 敷地面積 57,449.12m²

（２）建物 延床面積 34,000.800m²、建築面積 17,024.194m²　

鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート造、地上6階

（３）附属建物 看護師宿舎、託児所棟　1,167.91m²、体育館 699.62m²

厚生棟 343.16m²、医師住宅 548.67m²（9戸） 

施設概要

病院名称

診療科目

病床数

職員数

内科、神経内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、肝臓内科、循環器内科、腎臓内科、内分泌・代謝内
科、緩和ケア内科、小児科、外科、消化器外科、肝臓・胆のう・膵臓外科、呼吸器外科、乳腺外科、心臓血管
外科、脳神経外科、整形外科、リウマチ科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、頭
頸部外科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科、歯科口腔外科、救急科、病
理診断科（35科）

長野市民病院

一般病床400床

医師 113、歯科医師 4、薬剤師 20、看護師 521、看護助手 29、診療放射線技師 26、臨床検査技師 37、理学
療法士 16、作業療法士 8、言語聴覚士 7、臨床工学技士 11、管理栄養士 6、視能訓練士 2、歯科衛生士 6、
公認心理師 1、事務職員 131、保育士 8、合計 946 （2021年3月31日現在）
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１０ 組織図
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１１　その他

（１）　長野市民病院の基本的な目標等

　長野市民病院は、地域の中核病院として、地域の医療機関等との機能分担と連携強化を図りながら、がん診療をはじめ、心疾患・脳血管疾
患・糖尿病などの生活習慣病の診療を中心とした高度専門医療や、初期救急はもとより、入院治療が必要な重症者に対応した救急医療の更
なる充実を目指す。
　また、人口減少、少子・超高齢社会の到来を背景とした今後10年から20年の医療需要や医療環境の変化に適切に対応し、高度で良質・安全
な医療を将来にわたって継続的に提供する。
　さらには、地方独立行政法人の特長である自律性、機動性、柔軟性及び効率性を最大限発揮した組織運営に努めるとともに、長野医療圏、
ひいては広く北信地域全体に貢献できるこれからの時代にふさわしい公立病院としての使命と責任を果たし、市民の健康の維持・増進及び市
民の福祉の向上に資する市民のための病院となることを目指す。
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Ⅲ　業務実績報告

市民病院が担うべき医療

（１）救急医療 【 】

（２）がん診療 【 】

（３）脳・心臓・血管診療 【 】

（４）手術・集中治療 【 】

（５）高齢者等に配慮した医療 【 】

（６）急性期後の患者に対する医療 【 】

（７）その他の政策的医療 【 】

（８）予防医療 【 】

（９）災害時対応 【 】

救急医療

ア 地域の中核病院としての救急医療の充実

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

自己評価 判断理由 【小項目評価】

自己評価 判断理由

第１

4

4

4

4

4
　新型コロナウイルス感染拡大に適切に対応する中で、「救急医療」、「が
ん診療」、「脳・心臓・血管診療」を事業を3本柱とする高度急性期・急性期
医療を提供するとともに、「在宅支援」や「予防医療」、「診療支援」など、
市民病院に求められる医療についても充実を図った。

4

4

4 設立団体の長 判断理由

5

4

大項目

中項目

小項目

1

（１）

ア 地域の中核病院としての救急医療の充実

イ 救急搬送患者の円滑な受入れ

ウ 重症患者の緊急治療・検査、緊急入院への対応

エ 長野市医師会との協働による夜間初期救急医療

の提供

オ 地域の救急医療の質向上

※目標値を設定していないため、比較対象の参考として、前年度実績を記載

19,796 14,625 ウォークイン患者の受診抑制の影響もあり、前年比△5,171件、73.9％と大幅に減少した。

4

　コロナ禍でも救急搬送を原則断らない体制を維持しながら、緊急治療・
検査、緊急入院に迅速に対応したほか、「救急ワークステーション」の運
用継続を通して救急隊員の知識・技術向上や救命率の向上を図った。
　また、長野市医師会との協働により長野市民病院・医師会急病センター
を運営し、夜間初期救急患者に対応するとともに、救急センターにおい
て、24時間体制で発熱患者の診療にあたった。

2019実績値 2020目標値 2020実績値 説　　明

3,887
前年比△378件、91.1％と減少したものの、重症患者を積極的に受け入れた結果、救急患
者に占める入院患者の割合は26.6％（同＋5.1ポイント）で過去最高となった。

4,625 4,500 4,122
前年比△503件、89.1％と減少したものの、救急車搬送から入院となった
患者の割合は57.0％（同＋5.0ポイント）で過去最高となった。

※2019実績値 2020実績値 説　　明

4,265

　　【指標・目標】

救急車搬送受入件数（件）

　　【関連指標】

救急患者受入件数（件）

救急入院患者受入件数（件）
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実績と課題年度計画中期計画細

ア 地域の中核病院としての救急医療の充実 地域の中核病院としての救急医療の充実

　救急車を原則として断らない体制を維持しながら、24時間
365日、地域住民に安心・安全な救急医療を提供した。
　救急患者受入件数については、新型コロナウイルス感染症
の流行拡大を受け、特にウォークイン患者の受診控えが増加
した結果、14,625件（前年比△5,171件、73.9％）と大幅に減少
した。
　しかし、そのような状況下においても、積極的な患者の受入
れに努めたことで、救急患者に占める入院患者の割合は
26.6％（同＋5.1ポイント）で過去最高となった。
　「救急ワークステーション」については、感染拡大の影響に
よる一時中断を経て運用を再開し、病院再整備事業の基本
設計を進める中で、将来的な整備計画の検討を行った。
　今後も、引き続き高度救急医療体制を整備し、地域の中核
病院として救急医療の充実を図る。

救急搬送患者の円滑な受入れ 救急搬送患者の円滑な受入れ

　救急車を原則として断らない体制を維持しなが
ら、24時間365日、地域住民に安心・安全な救急
医療を提供する。
　また、「救急ワークステーション」の運用を通して
救急隊員の資質向上や救命率向上に取り組むな
ど、高度救急医療体制を整備し、地域の中核病
院として救急医療の充実を図る。

　救急車を原則として断らない体制を維持しなが
ら、24時間365日、地域住民に安心・安全な救急
医療を提供する。
　また、「救急ワークステーション」の運用改善を
通して救急隊員の資質向上や救命率向上に取り
組むなど、高度救急医療体制を整備し、地域の
中核病院として救急医療の充実を図る。

イ

　

　消防や医師会等の関係機関と連携を図りなが
ら、円滑な救急搬送患者の受入れに努めるととも
に、中山間地域等からのドクターヘリによる搬送
患者についても積極的に受入れを行う。

　消防や医師会等の関係機関と連携を図りなが
ら、円滑な救急搬送患者の受入れに努めるととも
に、中山間地域等からのドクターヘリによる搬送
患者についても積極的に受入れを行う。

　救急隊等との連携を密にし、「原則として救急車を断らない」
方針を徹底しながら、弾力的な病床運営を行い、満床による
断りを極力減らすよう努めた。
　救急車搬送受入件数については、新型コロナウイルス感染
症の影響で、長野市消防局全体の搬送件数の落ち込みに比
例し、4,122件（前年比△503件、89.1％）と減少した。
　しかしながら、救急車不応需率は3.12%（同△0.05ポイント）と
改善しており、救急搬送から入院となった患者の割合も
57.0％（同＋5.0ポイント）と過去最高を記録した。
　ドクターヘリの搬送依頼についてもすべて対応し、受入件数
は14件（同△4件、77.8％）となった。
　今後も、在宅復帰支援や後方連携による退院調整を強化
し、救急搬送の円滑な受入れを図るとともに、中山間地域等
からのドクターヘリによる搬送についても、受入れに努める。
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　脳卒中や心筋梗塞、四肢外傷等の急性期患者
に対する緊急治療・検査に迅速に対応するととも
に、救急専用病棟（ECU）を活用して緊急入院患
者の円滑な受入れを図る。

　脳卒中や心筋梗塞、四肢外傷等の急性期患者
に対する緊急治療・検査に迅速に対応するととも
に、ハイケアユニット（HCU・ECU）の有効活用を
図る中で、緊急入院患者の円滑な受入れを図
る。

　脳卒中や心筋梗塞、四肢外傷等の急性期患者に対する緊
急治療・検査、緊急入院に迅速に対応した結果、救急入院患
者受入件数は3,887件（前年比△378件、91.1％）と減少した
が、緊急手術件数は628件（同＋72件、112.9％）と増加し、救
急からの入院率も26.6％（同＋5.1ポイント）と過去最高を記録
した。
　また、ハイケアユニット（HCU・ECU）の有効活用を図る中で、
2021年4月からの上位施設基準取得に備えた体制整備を
図った。
　今後も、引き続き緊急入院患者の円滑な受入れを図る。

年度計画

　長野市医師会との協働による長野市民病院・医
師会 急病センターの運営を継続し、夜間初期救
急医療を提供する。

　長野市医師会との協働による長野市民病院・医
師会 急病センターの運営を継続し、夜間初期救
急医療を提供する。

長野市医師会との協働による夜間初期救急医療
の提供

長野市医師会との協働による夜間初期救急医療
の提供

実績と課題

重症患者の緊急治療・検査、緊急入院への対応 重症患者の緊急治療・検査、緊急入院への対応

　長野市医師会との協働により長野市民病院・医師会 急病
センターの運営を行い、定期的に開催される協議を踏まえ
て、長野市医師会からの要望等に対応した。
　また、夜間初期救急患者数については、新型コロナウイル
ス感染症の流行拡大により、ウォークイン救急患者の受診控
えの傾向が高まったことから 4 587件（前年比△2 479件

細

ウ

中期計画

エ

　救急隊との症例検討会の開催をはじめ、救急
救命士の実習及び医療従事者向け蘇生トレーニ
ングコースへの協力などを通して、院内外の救急
に携わるスタッフのスキルアップを支援する。

　救急隊との症例検討会の開催をはじめ、救急
救命士の実習及び医療従事者向け蘇生トレーニ
ングコースへの協力などを通して、院内外の救急
に携わるスタッフのスキルアップを支援する。

　救急隊との症例検討会および救急救命士の実習について
は、感染予防の観点から、年間を通して実施できなかった。
　救急スタッフへのその他のスキルアップ支援としては、ICLS
（蘇生トレーニングコース）を1回開催したほか、長野市消防局
の救急隊員約60名が参加した１２誘導心電図研修会への講
師派遣を行った。
　今後は、対面形式以外の形式での開催も検討しつつ、感染
状況を見ながら、地域に開かれた病院として、引き続き救急
隊員並びに院内外の救急に携わる医療スタッフのスキルアッ
プを支援する。

えの傾向が高まったことから、4,587件（前年比△2,479件、
64.9％）にとどまった。
　今後も、長野市医師会と良好な関係を維持しながら、急病
センターを協働運営する。

地域の救急医療の質向上 地域の救急医療の質向上オ
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市民病院が担うべき医療

がん診療

ア 地域がん診療連携拠点病院としての高度専門的

ながん診療の提供

イ 患者に負担の少ない治療の推進

ウ 薬物療法の推進

エ 遺伝カウンセリングの体制整備

オ 緩和ケア提供体制の強化

カ がん周術期等の口腔ケアの推進

キ 相談支援体制の充実

1

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

自己評価 判断理由

4

　地域がん診療連携拠点病院として、患者の体に対する負担（侵襲）を減
らした先進技術を活用し、内視鏡手術、放射線治療、化学療法、緩和ケア
等の体制充実を図りながら、患者のニーズに応じた集学的治療を推進
し、引き続き高度専門的ながん診療を提供した。
　また、緩和医療認定医の配置により緩和ケア提供体制の強化を図った
ほか、患者・家族からのがん相談や就労に関する相談等に積極的に対応
した。

2019実績値 2020目標値 2020実績値 説　　明

3,154 3,130 3,080
がん診療もコロナ禍の影響を受ける中で、患者ニーズに応じた高度専門
的な治療を提供し 若干の減少（前年比△74人 97 7％）にとどめた

大項目

中項目

小項目

　　【指標・目標】

がん新入院患者数（人）

（２）

（注1）放射線治療延べ患者数は、一連の治療計画について1人として計上する。

（注2）薬物療法件数は、抗がん剤、ホルモン剤等の経口または静注による延べ治療件数とする。

※目標値を設定していないため、比較対象の参考として、前年度実績を記載

※2019実績値 2020実績値 説　　明

548 491
前年比△57件、89.6％と減少したが、高度な治療（IMRT）の件数は3,355件（同＋547件、
119.5％）と大幅に増加した。

2,688 2,728 就労支援等の専門性の高い相談にも対応する中で、前年比＋40件、101.5％と増加した。

7,816 8,689 治療の質向上を図る中で、前年比＋873件、111.2％と増加した。

1,186 1,208 先進技術を活用した手術を提供し、前年比＋22件、101.9％と増加した。がん手術件数（件）

がん相談件数（件）

的な治療を提供し、若干の減少（前年比△74人、97.7％）にとどめた。

　　【関連指標】

放射線治療延べ患者数（人）

外来化学療法件数（件）
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ア
地域がん診療連携拠点病院としての高度専門的
ながん診療の提供

地域がん診療連携拠点病院としての高度専門的
ながん診療の提供

細 中期計画 年度計画 実績と課題

　地域がん診療連携拠点病院として、がん集学的
治療を推進し、高度専門的ながん診療の提供を
図る。
　また、がんセンターを中心とした多職種による
チーム医療を推進し、患者の状態に応じた適切な
治療を提供するとともに、がんに関わる有資格者
の確保・育成を図り、がん診療の水準維持・向上
に努める。

　地域がん診療連携拠点病院として、がん集学的
治療を推進し、高度専門的ながん診療の提供を
図る。
　また、がんセンターを中心とした多職種による
チーム医療を推進し、患者の状態に応じた適切な
治療を提供するとともに、がんに関わる有資格者
の確保・育成を図り、がん診療の水準維持・向上
に努める。
　さらに、肝臓内科や内視鏡科、肝臓・胆のう・膵
臓外科等による専門的な消化器がん治療を推進
する中で、がん診療体制の一層の充実を図る。

　がんセンターを中心に引き続き地域がん診療連携拠点病院
として高度専門的ながん診療を提供し、肝臓内科や内視鏡
科、肝臓・胆のう・膵臓外科等による専門的な消化器がん治
療を推進する中で、がん新入院患者3,080人（前年比△74人、
97.7％）を受け入れた。
　また、キャンサーボードを7回実施し、放射線関係医師がほ
ぼ参加することで多職種によるチーム医療を推進した。
　さらに、がんに関わる有資格者として、緩和医療認定医1名
の採用に加え、遺伝カウンセリングの体制整備に向けて臨床
遺伝専門医1名及び認定遺伝カウンセラー1名を養成したほ
か、「がん寺子屋勉強会」を3回開催するなど、スタッフの確
保・育成に取り組んだ。
　なお、2021年4月には「がんセンター事務室」を開設し、デー
タ分析等を踏まえてがんセンターの体制強化に取り組み、が
ん診療体制の一層の充実を図る。
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ウ 薬物療法の推進 薬物療法の推進

　化学療法センターに薬物療法に関する有資格
者を配置し、チーム医療を通して適切な治療や支
援を行い、薬物療法の一層の充実を図る。

　薬物療法に関する有資格者を配置し、がん治療
サポートチーム等による院内横断的なチーム医
療を通して適切な治療や支援を行い、安全で質

　がん薬物療法専門医やがん化学療法看護認定看護師、が
ん専門薬剤師などの有資格者を配置し、がんサポートチーム
等による院内横断的なチーム医療のさらなる推進を図った結

イ 患者に負担の少ない治療の推進 患者に負担の少ない治療の推進

　先進技術を活用し、ロボット支援手術を含む内
視鏡手術を推進するほか、治療ニーズに応じた
高度な放射線治療の提供を図る。

　患者の体に対する負担（侵襲）を減らしつつ治
療効果の向上を図るため、ロボット支援手術を含
む内視鏡手術やラジオ波焼灼療法等の先進技術
の活用を推進するほか、治療ニーズに応じた高
度な放射線治療の提供を図る。

　患者の体に対する負担（侵襲）を減らした治療を推進し、ロ
ボット支援手術については、前立腺がん、腎臓がん、膀胱が
んを合わせた泌尿器がん184件（前年比＋2件、101.1％）、胃
がん8件（同＋2件、133.3％）、縦隔腫瘍4件（同△1件、
80.0％）を実施したほか、肝臓がんに対するラジオ波焼灼療
法については、48件（同＋17件、154.8％）と大きく実績を伸ば
した。
　また、放射線治療については、コロナ禍や近隣の医療情勢
が影響し、放射線治療延べ患者数は491人（同△57件、
89.6％）と減少したが、強度変調放射線治療（IMRT）の件数は
3,355件（同＋547件、119.5％）と大幅に増加するなど、治療
ニーズに応じた高度専門的な治療の提供に努めた。
　今後も、患者の状態に適した治療法の提供に努める。

細 中期計画 年度計画 実績と課題

の高い薬物療法の提供を図る。 果、薬物療法の実施件数は8,689件（前年比＋873件、
111.2％）と増加した。
　また、免疫チェックポイント阻害薬による薬物療法の安全な
フォロー体制の確保により、安全で質の高い治療の提供を
図った。
　今後は、将来のゲノム医療実践に必要な腫瘍内科医を確保
し、薬物療法の一層の充実を図る。
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オ 緩和ケア提供体制の強化 緩和ケア提供体制の強化

　緩和ケアセンターに専従のジェネラルマネー
ジャーをはじめとするがんに関する有資格者を配
置し、傘下の緩和ケアチームの活動等を通して院
内の連携を強化する中で、専門的な緩和ケアの
提供を図る。

　緩和ケアセンターに専従のジェネラルマネー
ジャーをはじめとするがんに関する有資格者を配
置し、傘下の緩和ケアチームの活動等を通して院
内の連携を強化する中で、専門的な緩和ケアの
提供を図る。

　緩和ケアセンターに新たに緩和医療認定医を配置し、傘下
の緩和ケアチームの活動等を通して院内の連携強化と適切
な支援を行い、専門的な緩和ケアの提供を図った結果、緩和
ケアチームの新規介入件数は140件（前年比＋107件、
424.2％）と大幅に増加した。

　信州大学と協働で認定遺伝カウンセラーを育成
し、遺伝性腫瘍の治療法を提供できる体制整備
を図る。

エ 遺伝カウンセリングの体制整備 遺伝カウンセリングの体制整備

　信州大学と協働で認定遺伝カウンセラーを育成
し、遺伝性腫瘍の治療法を提供できる体制整備
を図る。

　医師1名が臨床遺伝専門医の資格取得中のほか、看護師1
名が認定遺伝カウンセラーの養成講座を修了した。
　また、遺伝性乳癌卵巣癌総合診療協力施設の施設認定を
取得した。
　今後は、2021年度中のがんゲノム医療連携病院の指定を
目指し、遺伝性腫瘍の治療法を提供できる体制の整備を図
る。

細 中期計画 年度計画 実績と課題

　また、地域包括ケアシステムの構築を支援する
中で、長野市やかかりつけ医等と連携を図りなが
ら、終末期のがん患者・家族に対し、ACP（アドバ
ンス・ケア・プランニング）に関する啓発を行う。

　また、終末期のがん患者・家族に対し、緩和ケアチームの介
入を通してACP（アドバンス・ケア・プランニング）に関する啓発
に取り組んだ。
　今後も、引き続き院内横断的な連携を推進する。
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中期計画 年度計画 実績と課題

カ がん周術期等の口腔ケアの推進 がん周術期等の口腔ケアの推進

　口腔ケア認定資格を有する歯科医師及び歯科
衛生士を配置し、口腔ケアチーム等の活動を通し
て、がん手術患者や抗がん剤治療患者等の口腔
ケアを推進する。

　口腔ケア認定資格を有する歯科医師及び歯科
衛生士を配置し、口腔ケアチーム等の活動を通し
て、がん手術患者や抗がん剤治療患者等の口腔
ケアを推進する。

　日本口腔ケア学会認定の「口腔ケアセンター」として、多職
種で構成する口腔ケア委員会・チームの活発な活動を通して
機能強化を図りながら、引き続きがん手術患者や抗がん剤治
療患者等に対する口腔ケア介入を積極的に推進した。
　その結果、薬物療法を受けた患者に対する口腔ケア介入率
は、目標の75％に対し84.4％となった。
　今後も、がん治療患者等の口腔ケア介入率向上に向けて、
引き続き関連部署に周知徹底を図る。

細

キ 相談支援体制の充実 相談支援体制の充実

　国立がん研究センター認定がん相談支援セン
ターとして、専門的な知識を有する相談員の配置
や利便性への配慮等により、院内外のがん患者・

　国立がん研究センター認定がん相談支援セン
ターとして、専門的な知識を有する相談員の配置
や利便性への配慮等により、院内外のがん患者・

　国立がん研究センター認定がん相談支援センターとして、
2,728件（前年比＋40件、101.5％）のがん相談に対応するとと
もに、認定更新申請のため活動状況報告を提出し、それに対

家族、医療機関等からの相談等に適切に対応す
るとともに、就労支援についても、地域における
がん患者の治療と仕事の両立支援を推進する。
　また、地域包括ケアシステムの構築を支援する
中で、長野市やかかりつけ医等と連携を図りなが
ら、終末期のがん患者・家族に対し、ACP（アドバ
ンス・ケア・プランニング）に関する啓発を行う。

家族、医療機関等からの相談等に適切に対応す
るとともに、就労支援についても、地域における
がん患者の治療と仕事の両立支援を推進する。

してフィードバックされた指摘事項について、マニュアルの追
加・改訂などの改善を実施し、相談支援体制の質向上を図っ
た。
　また、がん患者の治療と仕事の両立支援については、1件
の事例において、企業とがん患者に対し適切な支援を行い、
療養・就労両立支援指導料の算定を目指す中で、患者本人
が希望した形での職場復帰を実現させた。
　今後も、認定がん相談支援センターとして、提供するサービ
スの質向上を図る。
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市民病院が担うべき医療

脳・心臓・血管診療

ア 脳卒中治療の充実

イ 心臓・血管診療の充実

ウ 糖尿病治療の充実

※2019実績値 2020実績値 説　　明

前年比△2件 95 9％とほぼ横ばいとなったが 血栓回収療法は53件（同＋6件 112 8％）

　　【関連指標】

静注療法件数（件）

1

自己評価 判断理由

4

　日本脳卒中学会認定「一次脳卒中センター」として、急性期脳梗塞に対
する脳血管内治療を推進し、高度専門的な脳卒中治療を提供するととも
に、脳卒中治療の質向上を目指して、治療の標準化や地域との連携強化
に努めた。
　また、心臓カテーテル治療・検査や心臓血管外科手術、心臓リハビリ
テーションの充実を図ったほか、フットケアセンターにおいて足に関する各
種治療ニーズへ対応するなど、様々な循環器系疾患に対する治療の質
向上を図った。
　さらに、脳心血管疾患予防のため糖尿病患者への指導を積極的に行
い、重症化防止に取り組んだ。

中項目

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置大項目

小項目 （３）

※目標値を設定していないため、比較対象の参考として、前年度実績を記載

心臓カテーテル治療件数（件） 246 256 循環器系疾患に対する検査・治療の充実を図る中で、前年比＋10件、104.1％と増加した。

49 47
前年比△2件、95.9％とほぼ横ばいとなったが、血栓回収療法は53件（同＋6件、112.8％）
と増加した。

rt-PA静注療法件数（件）
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イ 心臓・血管診療の充実 心臓・血管診療の充実

細 中期計画 年度計画 実績と課題

ア 脳卒中治療の充実 脳卒中治療の充実

　地域の包括的脳卒中センターとしての役割を果
たすため、急性期脳梗塞に対するrt-PA（アルテ
プラーゼ）静注療法注8)や血栓回収療法等の脳
血管内治療注9)を積極的に推進し、脳卒中治療
の充実を図る。

　地域の包括的脳卒中センターとしての役割を果
たすため、急性期脳梗塞に対するrt-PA（アルテ
プラーゼ）静注療法や血栓回収療法等の脳血管
内治療を積極的に推進し、脳卒中ケアユニット
（SCU）を有効活用する中で、脳卒中治療の充実
を図る。

　急性期脳梗塞に対する高度専門医療を推進し、rt-PA（アル
テプラーゼ）静注療法は47件（前年比△2件、95.9％）とほぼ前
年並みとなったほか、血栓回収療法においては、これまで適
応外と考えていた高齢患者についても、治療適応を満たした
患者にはより積極的に治療を行った結果、53件（同＋6件、
112.8％）と実績を伸ばした。
　また、脳卒中ケアユニット（SCU）を有効活用し、病床稼働率
は99.3％（同△0.8ポイント）と前年をやや下回ったものの、年
間を通してほぼ100％近い高稼働の状態を維持した。
　さらに、治療の質向上および標準化を目指し、脳卒中クリニ
カルパス350件（同△32件、91.6%）を適用した。
　今後も、日本脳卒中学会認定「一次脳卒中センター」とし
て、院内にとどまらず、院外関係機関とも連携強化を図り、地
域としての脳卒中治療体制の底上げを図る。

　急性心筋梗塞や狭心症等の虚血性心疾患をは
じめとする様々な循環器系疾患に対し、循環器内
科や心臓血管外科等が連携し、適切な治療を提
供する。
　また、下肢の血流障害に対して血管内治療や
レーザー治療を提供するなど、足の治療に関する
幅広いニーズにも対応する。

　急性心筋梗塞や狭心症等の虚血性心疾患をは
じめとする様々な循環器系疾患に対し、循環器内
科や心臓血管外科等が連携し、適切な治療を提
供する。
　また、下肢の血流障害に対して血管内治療や
レーザー治療を提供するなど、足の治療に関する
幅広いニーズにも対応する。

　急性心筋梗塞や狭心症に対する心臓カテーテル検査およ
び治療件数は、合わせて1,210件（前年比+47件、104.0％）と
増加し、不整脈に対するアブレーション治療件数も118件（同
＋23件、124.2％）と増加した。
　また、心臓血管外科による全身麻酔手術件数も51件（同＋
17件、150.0％）となり大幅に増加しているほか、多職種での
取り組みとして心臓リハビリテーションも積極的に実施してお
り、循環器系疾患に対する治療のより一層の充実が図られ
た。
　さらに、2020年11月には下肢静脈瘤に対する「血管内接着
材治療」を長野県北信地域で初めて開始するなど、新たな取
り組みも実践している。
　今後も、地域の関係機関との信頼関係構築を図りながら、
治療の質向上を図る。
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細 中期計画 年度計画 実績と課題

ウ 糖尿病治療の充実 糖尿病治療の充実

　脳心血管疾患予防のため、糖尿病教室の開催
など糖尿病患者に対する指導を積極的に行い、
重症化防止に努める。

　脳心血管疾患予防のため、糖尿病教室の開催
など糖尿病患者に対する指導を積極的に行い、
重症化防止に努める。

　糖尿病・腎センターを中心に脳心血管疾患予防のため、糖
尿病患者に対する指導を積極的に行い、糖尿病の重症化防
止に取り組んだ。
　その結果、糖尿病療養指導外来は179件（前年比＋19件、
111.9％)と増加し、栄養指導（入院＋外来）も4,282件（同＋
1,172件、137.7％）と大幅に増加した。
　なお、感染予防の観点から、例年定期的に開催している糖
尿病教室は開催を見送った。
　今後も、糖尿病患者に対する指導の充実を図る。
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市民病院が担うべき医療

手術・集中治療

ア 手術部門の体制強化

イ 集中治療部門の機能充実

※目標値を設定していないため、比較対象の参考として、前年度実績を記載

3,073 2,914 コロナ禍の影響を受ける中で、前年比△159件、94.8％と減少した。全身麻酔手術件数（件）

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 1

小項目 （４） 自己評価 判断理由

4
　手術室の運用効率化の検討や安全な周術期環境の提供など、手術部
門体制のさらなる強化に取り組んだ。
　また、集中治療室（ICU）及びハイケアユニット（HCU・ECU）における安全
で良質な治療の提供に努め、併せて病床の有効利用を図った。

　　【関連指標】 ※2019実績値 2020実績値 説　　明
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　医師・看護師等のスタッフの適切な確保を図る
とともに、手術室の運用効率化を検討し、手術部
門の体制強化に取り組む。
　また、専門知識を有するスタッフで構成する周
術期管理チームの活動を推進し、手術を受ける
患者に安全・安心な周術期環境を提供する。

　医師・看護師等のスタッフの適切な確保を図る
とともに、手術室の運用効率化を検討し、手術部
門の体制強化に取り組む。
　また、専門知識を有するスタッフで構成する周
術期管理チームの活動を推進し、手術を受ける
患者に安全・安心な周術期環境を提供する。

　医師及び看護師の適切な確保を図る中で、手術室の弾力
的な運用により、手術が予定枠では実施しきれない場合は臨
時手術として実施するとともに、緊急手術に関しても迅速かつ
適切に対応した。
　また、週1回の多職種による術後疼痛回診を行い、回診で得
た術後鎮痛に関連した情報を術後管理を行う部署のスタッフ
と共有するなど、専門知識を有するスタッフで構成する周術期
管理チームの継続的な活動を通して、手術を受ける患者に安
全・安心な周術期環境を提供する体制を整備した。
　手術件数については、コロナ禍の影響を受け、全体の件数
は4,270件（前年比△137件、96.9％）、全身麻酔手術件数は
2,914件（同△159件、94.8％）となり、ともにやや減少した。
　今後も、引き続き、麻酔科医師、手術センター看護師の適切
な確保を図る。
　また、周術期管理チームにおいては、定期的な術後疼痛回
診を継続しながら、チーム活動の更なる充実を図る。

ア 手術部門の体制強化 手術部門の体制強化

年度計画 実績と課題細 中期計画

イ 集中治療部門の機能充実 集中治療部門の機能充実

　集中治療室（ICU）及びハイケアユニット（HCU・
CCU）において、より安全で良質な集中治療を提
供するとともに、病床の有効利用を図る。

　集中治療室（ICU）及びハイケアユニット（HCU・
ＥCU）において、より安全で良質な集中治療を提
供するとともに、病床の有効利用を図る。

　集中治療室（ICU）は、重症度の高い術後患者を中心に適正
な利用に努めながら、早期離床・リハビリテーション加算や早
期栄養介入管理加算の算定を開始するなど、医療の質向上
を図った。
　また、ハイケアユニット（HCU・ECU）については、良質な医
療の提供と病床の有効利用を図るため、2021年4月からの上
位施設基準取得に備えた体制整備を図った。
　その結果、新型コロナウイルスの影響で入院患者が減少す
る中、病床稼働率は、ICUで77.5％（前年比＋0.1ポイント）と前
年を維持したが、HCU・ECUでは76.7％（同△7.2ポイント）と大
幅に減少した。
　今後も、集中治療部門の機能充実及び有効利用を図る。
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市民病院が担うべき医療

高齢者等に配慮した医療

※目標値を設定していないため、比較対象の参考として、前年度実績を記載

中期計画 年度計画 実績と課題

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1中項目

大項目

自己評価 判断理由

4

電子カルテシステムの稼働が安定化したことで、前年比＋108件、119.6％と増加した。

　　【関連指標】 ※2019実績値 2020実績値 説　　明

認知症ケアチーム新規介入件数（件） 551 659

小項目

　認知症ケアチームの活動の充実を図り、高齢者
等で認知症を持つ急性期患者に適切な認知症ケ

　認知症ケアチームの活動の充実を図り、高齢者
等で認知症を持つ急性期患者に適切な認知症ケ

　認知症ケアチーム及び排尿ケアチームの活動を通して、高齢者等で認
知症を持つ患者や排尿自立指導が必要な患者への適切な対応に努め
た。
　また、地域包括ケア病棟を活用し、高齢者の軽症急性期入院にも対応
した。

（５）

　高齢者等で認知症やせん妄を発症した急性期患者に対し
て、認知症ケアチームによる週３回のラウンド（巡回）を実施

―

アを提供できる体制を強化するほか、早期退院
や寝たきり防止、QOL（生活の質）の向上などを
目指して、排尿ケアチームによる排尿自立指導に
取り組む。

アを提供できる体制を強化するほか、早期退院
や寝たきり防止、QOL（生活の質）の向上などを
目指して、排尿ケアチームによる排尿自立指導に
取り組む。
　 また、高齢者の軽症急性期入院については、
地域包括ケア病棟を活用し、適切に対応する。

するとともに、ＷＥＢによる認知症ケアチーム研修の実施及び
認知症ケアリンクナース会との協働により、認知症ケアの質
向上に努めた。
　その結果、認知症ケア加算の算定件数は1,355件（前年比
＋286件、126.8％）となり、せん妄ハイリスク患者ケア加算に
ついても新たに算定を開始した。
　また、早期退院や寝たきり防止、QOL（生活の質）の向上等
を目指して、排尿ケアチームによる早期介入周知や新たな外
来排尿自立指導料の算定開始により、排尿自立指導を649件
（同＋141件、127.8％）実施し、排泄ケアの質向上に努めた。
　さらに、高齢者の軽症急性期入院については、サブア
キュート機能（在宅等からの軽症急性期患者を直接受け入れ
る機能）およびレスパイト機能（家族など介護者の休息を目的
とした入院機能）が強化された。
　今後も、対象患者に適切に介入できるよう対応を図る。
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市民病院が担うべき医療

急性期後の患者に対する医療

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 1

小項目 （６） 自己評価 判断理由

5
　地域の医療機関や介護サービス事業所等との機能分担と連携を一層
推進する中で、コロナ禍で増加した訪問看護のニーズに適切に対応する
ともに、地域包括ケア病棟を有効活用し、在宅復帰支援のほか、在宅か
らの直接入院の対応を大幅に強化した。

　地域の医療機関や介護サービス事業所と緊密
に連携しながら、24時間訪問看護体制の強化を
図る。
　また、地域包括ケア病棟を効率的に運用し、在
宅復帰支援や在宅からの直接入院など、地域で
求められるニーズへの対応に努める。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　地域の医療機関や介護サービス事業所と緊密
に連携しながら、24時間訪問看護体制の強化を
図る。
　また、地域包括ケア病棟を効率的に運用し、在
宅復帰支援や在宅からの直接入院など、地域で
求められるニーズへの対応に努める。

　コロナ禍における入院患者の家族面会制限を受けて、自宅
での療養やお看取りを希望する患者・家族が増える中で、感
染対策を十分に行いながら訪問看護に対応した結果、訪問
看護訪問件数は7,071件（前年比＋1,358件、123.8％）と大幅
に増加した。
　また、地域包括ケア病棟を有効活用し、在宅医療のバック
アップ機能として、サブアキュート機能（在宅等からの軽症急
性期患者を直接受け入れる機能）及びレスパイト機能（家族性期患者を直接受け入れる機能）及びレスパイト機能（家族
など介護者の休息を目的とした入院機能）を強化することで、
地域包括ケア病棟への直接入院患者数は319人（同＋210
人、292.7％）と大きく増加し、在宅医療を担うかかりつけ医の
ニーズに応えながら地域包括ケアセンターとしての体制充実
を図った。
　今後も、引き続き後方支援病院への定期的な訪問連携や
介護施設等との積極的な連携（医介連携）を行う。
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市民病院が担うべき医療

その他の政策的医療

大項目

中項目

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1

自己評価 判断理由

4

　小児救急について、長野市民病院・医師会急病センター等により夜間初
期救急に対応したほか、「子どものこころ発達医療センター」を開設し、小
児心身症・発達障害等の治療の充実を図った。
　また、「生殖医療センター」において、体外受精や顕微授精等の高度生
殖医療を提供するなど、不妊治療を積極的に推進した。
　さらに、長野市国保鬼無里診療所への医師派遣を継続したほか、院内
託児所を活用した病児・病後児保育についても、実施に向けた検討を
行った。
　一方、新型コロナウイルス感染症に対しては、地域の関係機関との連携
により、適切な医療支援に努めた。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　地域との機能分担に基づく急性期かつ高度専
門的な医療提供体制の強化に加え、人口減少、
少子･高齢化対策や中山間地域対策に市と協働

　地域との機能分担に基づく急性期かつ高度専
門的な医療提供体制の強化に加え、人口減少、
少子･高齢化対策や中山間地域対策に市と協働

　小児救急については、長野市民病院・医師会急病センター
で夜間初期救急に対応し、日曜日準夜帯においては当院小
児科医師が院内に常駐し診療を行った

（７）小項目

少子 高齢化対策や中山間地域対策に市と協働
して取り組み、小児心身症・発達障害等の治療及
び不妊治療を推進するとともに、医師派遣など、
過疎地域における医療機関の支援に取り組む。
　また、院内託児所を活用した病児・病後児保育
の実施について検討を行う。

少子 高齢化対策や中山間地域対策に市と協働
して取り組み、小児心身症・発達障害等の治療及
び不妊治療を推進するとともに、へき地医療を支
える長野市国保鬼無里診療所へ引き続き医師派
遣を行うなど、過疎地域における医療機関の支
援に取り組む。
　また、院内託児所を活用した病児・病後児保育
の実施について検討を行う。

児科医師が院内に常駐し診療を行った。
　また、2020年12月より「子どものこころ発達医療センター」を
開設し、子どもの心や発達の問題に対する多職種による専門
的な治療・支援に取り組んだ。
　不妊治療については、国や自治体が助成制度の拡充を打
ち出す中で、「生殖医療センター」において、患者ニーズに応
えて体外受精、顕微授精等の高度生殖医療技術（ART）を用
いた医療を提供し、併せてAYA世代がん患者のがん生殖医
療の充実にも努めた。
　さらに、長野市国保鬼無里診療所への医師派遣にも引き続
き対応し、過疎地における医療機関の支援に取り組んだほ
か、院内託児所を活用した病児・病後児保育についても、実
施に向けた検討を行った。
　一方、新型コロナウイルス感染症に対しては、地域の関係
機関との連携により、陽性患者の入院受入れや発熱患者の
外来診療・検査に対応し、併せて長野市医師会PCR検査セン
ターの運営協力や無症状者を対象とした抗原定量検査を行う
など、地域における感染拡大防止のため適切な医療支援に
努めた。
　今後は、病児・病後児保育の実施に向けて具体的な準備を
進める。
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市民病院が担うべき医療

予防医療

※目標値を設定していないため、比較対象の参考として、前年度実績を記載

小項目

　　【関連指標】 ※2019実績値 2020実績値 説　　明

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1

（８）

人間ドック延べ利用者数（人） 7,764 7,447 コロナ禍の影響を受ける中で、前年比△317件、95.9％と減少した。

大項目

中項目

自己評価 判断理由

4

　二次検査への迅速かつ適切な対応を行い、がん、その他生活習慣病の
早期発見・早期治療を推進したほか、予約キャンセル待ちへの迅速な対
応に努めた。
　また、脳ドックコースの充実や健康管理アプリサービスの活用等により
健診ニーズに応えるなど、更なる健診の質向上を図った。

年度計画 実績と課題

　市の健康福祉部門と連携しながら、人間ドックを
はじめとする健診事業を通して、糖尿病や循環器
病等の予防啓発、並びにがん、その他生活習慣
病の早期発見・早期治療を推進する。
　また、人間ドックの運用見直しによりキャンセル
待ちの解消に努めるほか、健診の質的向上並び
に快適性・利便性の向上を図る。

　市の健康福祉部門と連携しながら、人間ドックを
はじめとする健診事業を通して、糖尿病や循環器
病等の予防啓発、並びにがん、その他生活習慣
病の早期発見・早期治療を推進する。
　また、人間ドックの運用見直しによりキャンセル
待ちの解消に努めるほか、健診ニーズに応えた
脳ドックの運用や、スマートフォンの健康管理アプ
リを活用した健診結果の通知等により、更なる健
診の質的向上を図る。

　二次検査となった場合には、院内関係診療科での継続フォ
ロー及び院外への迅速な返書対応を徹底したほか、特定健
診査及び特定保健指導などを通して、がん、その他生活習慣
病の早期発見・早期治療を推進した。
　また、予約キャンセル待ち解消に積極的に取り組んだが、コ
ロナ禍の影響もあり、人間ドック受診者数は7,447人（前年比
△317人、95.9％）となった。
　さらに、2019年7月より開始した脳ドックの充実を図るととも
に、約3割の利用者に採用されているスマートフォンの健康管
理アプリを活用した健診結果の通知等により、健診ニーズに
対応した。
　今後も、更なる健診の質的向上を図る。

― 中期計画
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市民病院が担うべき医療

災害時対応

ア 災害発生時の備えとしての医療･救護体制の整備

イ 市との連携のもと、災害対策等で果たすべき

一定の役割

1

4
　台風等による風水害を想定し、BCPの水害対応編を新たに策定した。
　また、院内各部署において訓練の実施や電子カルテシステムの緊急搬
出手順を整備したほか、地域災害拠点病院として災害時の医療・救護体
制整備に努めた。

細

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中期計画 年度計画 実績と課題

ア 災害発生時の備えとしての医療・救護体制の整備 災害発生時の備えとしての医療・救護体制の整備

自己評価 判断理由

大項目

中項目

小項目 （９）

　市との連携のもと、あらゆる災害を想定し、BCP
（事業継続計画）注10)を策定するとともに、訓練
や研修を充実させるなど、医療・救護体制の整備
に努める。
　また、災害発生時にも適切な医療を提供できる

　市との連携のもと、あらゆる災害を想定し、BCP
（事業継続計画）の継続的な見直しを図るととも
に、訓練や研修を充実させるなど、医療・救護体
制の整備に努める。
　また、災害発生時にも適切な医療を提供できる

　BCP（事業継続計画）については、2019年10月に発生した台
風19号による風水害を契機に、水害対応編を新たに策定し
た。
　また、コロナ禍により中止とした防災訓練の代替措置とし
て、病棟会での防火防災に関する情報提供や指導を行った

　県庁所在地の自治体病院として、市との連携に
より地域の防災体制の中で拠点としての役割を
担うべく、災害対策等への積極的な協力に努め
る。

　県庁所在地の公立病院として、市との連携によ
り地域の防災体制の中で拠点としての役割を担う
べく、災害対策等への積極的な協力に努める。
　また、地域災害拠点病院及びＤＭＡT指定病院
として必要な体制整備を図り、関係機関からの要
請があれば、ＤＭＡＴの派遣等、被災地域への支
援を行う。

　地域災害拠点病院及びDMAT指定病院として、コロナ禍に
より県や市が主催する訓練等が中止となる中で、行政や近隣
指定医療機関と積極的に情報共有を図るなど連携に努め、
発災およびDMAT出動に備えた。
　また、再整備事業の基本設計を通して、災害を想定した施
設設備の整備について検討を行った。
　今後は、複数のDMAT保有を目指して隊員の養成を図ると
ともに、地域の防災体制の中で拠点として機能するよう、関係
機関との連携を図る。

イ
市との連携のもと、災害対策等で果たすべき一定
の役割

市との連携のもと、災害対策等で果たすべき一定
の役割

よう、電子カルテシステムのデータバックアップな
どの対応を継続する。

よう、電子カルテシステムのデータバックアップな
どの対応を継続する。

ほか、設備・機器の点検整備に加え、DMAT（災害派遣医療
チーム）資機材及び救急車の整備等を実施した。
　さらに、電子カルテシステムデータの日次バックアップ及び
クラウドへのデータ保存についても適切に対応した。
　今後は、訓練や研修の充実を図り、引き続き医療・救護体
制の整備に努める。
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患者サービスの向上

（１）患者中心の医療 【 】

（２）快適性及び利便性の向上 【 】

（３）ボランティアの受入れ 【 】

（４）情報提供の推進 【 】

患者中心の医療 自己評価

4

4

4

中項目 2  【小項目評価】

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

判断理由

大項目 第１

自己評価

　「説明と同意」を徹底し、患者中心の医療の提供に努めるとともに、クリニ
カルパスの改善を通して医療の標準化とチーム医療の質向上を図った。
　また、患者利便性への配慮や接遇の向上、待ち時間対策に注力したほ
か、地域に開かれた病院として、病院ボランティアの支援を通じた地域交流
や、広報媒体を活用した情報発信を積極的に推進した。

判断理由

判断理由小項目 （１）

3

4

設立団体の長

ア 患者の視点に立った「説明と同意」の徹底

イ クリニカルパスの活用による医療の標準化

及びチーム医療の質向上 4
　「患者さんの権利」等に則り、患者・家族に対する「説明と同意」を徹底し
た。
　また、クリニカルパスの改善を通して医療の標準化とチーム医療の質向上
を図った。

　　【指標・目標】 2019実績値 2020目標値

クリニカルパス適用率（％） 42.7 43.0

2020実績値 説　　明

46.9 クリニカルパスの適用拡大と改善を推進し、前年比＋4.2ポイントとなった。
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　長野市民病院が掲げる「患者さんの権利」に則
り、医療上の情報提供及び十分な説明を受ける
権利、並びに患者の自己決定権を尊重し、患者
や家族に対する「説明と同意」の徹底を図る。

　長野市民病院が掲げる「患者さんの権利」に則
り、医療上の情報提供及び十分な説明を受ける
権利、並びに患者の自己決定権を尊重し、患者
や家族に対する「説明と同意」の徹底を図る。

　長野市民病院が掲げる「患者さんの権利」に則り、医療上の
情報提供及び十分な説明を受ける権利、並びに患者の自己
決定権を尊重し、患者や家族に対する「説明と同意」を徹底し
た。
　また、説明時における看護師等の同席基準に沿った説明が
適切に行われているかを調査し、患者にとってより安心かつ
理解しやすい説明環境の整備強化を図った。
　今後も、患者にとってより安心かつ理解しやすい説明環境
の整備強化に努める。

イ
クリニカルパスの活用による医療の標準化及び
チーム医療の質向上

クリニカルパスの活用による医療の標準化及び
チーム医療の質向上

　クリニカルパスの適用拡大と評価・改善により、
医療の標準化とチーム医療の質向上を図り、患
者に分かりやすく安全で質の高い医療の提供に

　クリニカルパスの適用拡大と評価・改善により、
医療の標準化とチーム医療の質向上を図り、患
者に分かりやすく安全で質の高い医療の提供に

　「パス・臨床指標等分科会」において、診療部各科でクウォリ
ティマネージャーを選任し、各科１つ以上のパス改訂を目標に
取り組んだほか 更なるクリニカルパスの適用拡大に努めた

細 中期計画 年度計画 実績と課題

ア 患者の視点に立った「説明と同意」の徹底 患者の視点に立った「説明と同意」の徹底

者に分かりやすく安全で質の高い医療の提供に
努める。

者に分かりやすく安全で質の高い医療の提供に
努める。

取り組んだほか、更なるクリニカルパスの適用拡大に努めた
結果、適用率は46.9％（前年比＋4.2ポイント）となった。
　今後も、PDCAサイクルを回しパスの精度を向上させ、患者
に分かりやすく安全で質の高い医療の提供に努める。
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患者サービスの向上

快適性及び利便性の向上

ア 患者満足度の向上

イ 接遇の向上

ウ　プライバシー確保や利便性に配慮した院内環境の

整備

エ 外来診療の待ち時間、検査・手術待ちの改善等

　感染予防の観点から患者満足度調査の実施を見送ったが、引き続き寄
せられた苦情・要望については適切に対応し、継続的な改善に取り組ん
だ。
　また、接遇ラウンド（巡回）や「グッドスマイルプロジェクト」のポスター掲
示等により、接遇レベルの維持・向上に取り組むとともに、窓口での呼び
出しに係るプライバシー確保や治療費精算に係る利便性への配慮を行っ
た。
　さらに、外来待ち時間対策として、診察予約枠や職員の業務効率性に
ついての見直しを行い、待ち時間の更なる改善に努めた。

小項目 （２）

90.0

外来患者総合満足度（％） 78 9 80 0

2020実績値

未実施

未実施

説　　明

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、未実施となった。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 未実施とな た

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 2

自己評価 判断理由

4

　　【指標・目標】 2019実績値 2020目標値

入院患者総合満足度（％） 87.8

外来患者総合満足度（％） 78.9 80.0 未実施 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、未実施となった。

細 中期計画 年度計画 実績と課題

ア 患者満足度の向上 患者満足度の向上

　毎年度実施する患者満足度調査の結果に基づ
き、データの経年比較や他施設との比較により課
題を把握し、継続的な改善に取り組む。
　また、院内に設置した投書箱などへ寄せられる
苦情・要望等を真摯に受け止め、病院運営の改
善に努める。

　毎年度実施する患者満足度調査の結果に基づ
き、データの経年比較や他施設との比較により課
題を把握し、継続的な改善に取り組む。
　また、院内に設置した投書箱などへ寄せられる
苦情・要望等を真摯に受け止め、病院運営の改
善に努める。
　さらに、医療メディエーションチームの介入によ
り、医療現場における日常的な事案解決に努め
る。

　毎年度実施している患者満足度調査は、感染予防の観点
から実施を見送った。
　また、投書や直接対応した案件等について毎週患者サポー
トカンファレンスで検討し、適切に対応した。
　さらに、年々増加する相談への対応として、医療メディエー
ター（医療対話仲介者）を介した医療者と患者・家族との対話
の促進に加え、日常診療等の中で明確に判断できない倫理
的な問題について検証する「倫理コンサルテーションチーム」
の活動を通して、患者相談体制の整備を図り、多職種での医
療現場における日常的な事案の解決に努めた。
　今後も、継続的な患者満足度の向上に取り組み、病院運営
の改善に努める。
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実績と課題

　挨拶の励行を通じ、来院者と職員、あるいは職
員同士で心が通う明るい雰囲気づくりに努める。
　また、患者サポートセンター評価委員会での検
証や接遇ラウンド（巡回）、接遇に関する研修等を
実施し、接遇レベルの向上に取り組む。

　挨拶の励行を通じ、来院者と職員、あるいは職
員同士で心が通う明るい雰囲気づくりに努める。
また、関連するカンファレンスでの検証や接遇ラ
ウンド（巡回）、接遇に関する研修等を実施し、接
遇レベルの向上に取り組む。

　毎週の患者サポートカンファレンスでの検証や院内委員に
よる隔週の接遇ラウンド（巡回）等を継続的に実施した。
　また、感染予防の観点から、接遇研修会や職員同士で挨拶
について啓発を行う「接遇カフェ」は実施できなかったが、接
遇向上を目的とした「グッドスマイルプロジェクト」の啓発ポス
ターを院内各所に掲示したほか、それに対する職員アンケー
トを実施し、挨拶の励行と心が通う明るい雰囲気づくりに努め
た。
　今後も、挨拶の励行や接遇ラウンド等を継続し、接遇レベル
の維持・向上に努める。

ウ
プライバシー確保や利便性に配慮した院内環境
の整備

プライバシー確保や利便性に配慮した院内環境
の整備

　外来待合や会計窓口等における患者のプライ
バシー確保を図るとともに、医療費支払方法の多
様化をはじめとする利便性への配慮を行うなど、
院内環境の整備に取り組む。

　外来待合や会計窓口等における患者のプライ
バシー確保を図るとともに、クレジットカードや電
子マネーによる医療費支払といった利便性への
配慮を行うなど、院内環境の整備に取り組む。

　外来窓口、会計窓口では番号表示を基本とし、患者氏名に
よる呼び出しについては、声の音量等に配慮しながら必要最
小限としているほか、患者説明の際には場所にも配慮するな
ど、患者のプライバシー確保を図った。

また クレジットカードや電子マネーに加え 休日退院等の

細 中期計画 年度計画

イ 接遇の向上 接遇の向上

エ 外来診療の待ち時間、検査・手術待ちの改善等 外来診療の待ち時間、検査・手術待ちの改善等

　外来診療の運用見直しを進める中で、診察待ち
時間や検査・手術待ちに関する課題の把握と改
善に取り組み、患者の利便性向上に努める。

　外来診療の運用見直しを進める中で、診察待ち
時間や検査・手術待ちに関する課題の把握と改
善に取り組み、患者の利便性向上に努める。

　診察予約枠について、救急受診後の院内紹介枠や病診連
携枠の見直しを行ったほか、診療科優先枠を作成したことで
更なる改善を図った。
　また、医師事務作業補助者と外来受付クラークの業務分担
見直しを行い、さらには診察終了後の次回検査説明を事務業
務とするなど、業務効率性の向上に取り組んだ。
　こうした中で、2020年度に実施した外来待ち時間調査では、
コロナ禍による患者数減少の影響はあるものの、平均待ち時
間が15分30秒となり、約3分半短縮された。
　今後も、引き続き更なる待ち時間の改善に取り組む。

　また、クレジットカ ドや電子マネ に加え、休日退院等の
入院治療費の精算に対しては、支払手段として新たにコンビ
ニ払いを導入し、患者の利便性に配慮した。
　今後は、患者の番号呼び出しを浸透させ、プライバシー保
護の更なる徹底を図るとともに、病院再整備事業の中で、患
者サービス向上に関する整備計画を検討していく。
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患者サービスの向上

ボランティアの受入れ

　

中項目 2

　地域の病院ボランティア「はづきの会」（2020年度会員77名）
に対し、感染予防に配慮し、10の部門グループのうち4つのグ
ループに活動を制限する中で、必要な支援を行った。
　こうした状況を考慮しつつも、会員の高齢化に伴う退会や活
動への不参加が増えてきているため、今後も、新規会員の確
保に協力するとともに、作業負担に配慮するなど、相互の意
見や要望について緊密な調整を図る

　地域の病院ボランティアが院内で円滑に活動で
きるよう積極的な支援を行い、患者サービスの向
上に努める。

実績と課題

小項目 自己評価 判断理由

3
　地域の病院ボランティア「はづきの会」に対し、感染予防に配慮しなが
ら、院内で継続的に各種ボランティア活動を行えるよう、作業環境を整備
するなど活動支援を行い、患者サービスの向上に努めた。

（３）

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

　地域の病院ボランティアが院内で円滑に活動で
きるよう積極的な支援を行い、患者サービスの向
上に努める。

― 中期計画 年度計画

見や要望について緊密な調整を図る。
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患者サービスの向上

情報提供の推進

　

 ※ 目標値を設定していないため、比較対照の参考として、前年度実績を記載

小項目

説　　明

15 0 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、未実施となった。

2020実績値

4

（４）

　　【関連指標】

市民向け講座開催数（回）

中項目 2

自己評価 判断理由

※2019実績値

　パブリシティや広報媒体の活用により、地域への情報発信の強化を図る
とともに、ホームページ上でコロナ禍における情報提供を適時適切に実施
した。
　また、開院25周年記念事業として、記念誌の発行等を行った。
　なお、感染予防の観点から、地域住民への公開講座や看護師等による
出前講座等については未実施となった。

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　市の健康福祉部門と連携しながら、広報誌、
ホームページ等の広報媒体の有効活用をはじ
め、市民健康講座や世界糖尿病デー記念講演会
等の市民向け講演会の開催、出前講座の実施等
により、医療や健康に関する情報発信及び普及
啓発に努め、地域住民の健康の保持・増進に寄
与する。

　市の健康福祉部門と連携しながら、広報誌、
ホームページ等の広報媒体の有効活用をはじ
め、市民健康講座や世界糖尿病デー記念講演会
等の市民向け講演会の開催、出前講座の実施等
により、医療や健康に関する情報発信及び普及
啓発に努め、地域住民の健康の保持・増進に寄
与する。
　また、地域に開かれた病院として、開院25周年
記念事業を実施する。

　　パブリシティの積極的な活用や広報誌の定期発行、ホー
ページの随時更新など、最新情報のタイムリーな提供に努
め、地域への情報発信の強化を図ったほか、ホームページ上
で、新型コロナウイルス感染症に関する迅速な情報発信に努
め、患者への安全・安心に繋がる情報提供に配慮した。
　また、開院25周年記念事業として、記念誌の発行等を行っ
た。
　なお、感染予防の観点から、地域住民への保健衛生に関す
る啓発や情報提供を目的とした市民健康講座や世界糖尿病
デー記念講演会、がん教室といった各種イベントや出前講座
の実施を見合わせたほか、ふれ愛デー（病院祭）での25周年
記念企画や記念講演会等を中止とした。
　今後も、引き続き地域における自院の役割や機能、並びに
かかりつけ医の普及に関する情報発信に積極的に取り組
む。
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医療に関する調査及び研究 　

　 　 　

　 　 　

　　【関連指標】 ※2019実績値 2020実績値 説　　明

自己評価中項目

4

設立団体の長

3

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

判断理由

　大学・企業などと連携した臨床研究等について円滑な導入を推進したほ
か、治験センターの運営を通して、新薬や新しい治療法に関する治験や市
販後調査に積極的に対応するなど、医療技術の発展に貢献した。
　また、院内学術発表会を開催するとともに、長野市民病院医学雑誌第5巻
の発刊に取り組むなど、職員の研究意欲を引き出すことで、医療水準の更
なる向上を図った。

判断理由

大項目 第１

 ※ 目標値を設定していないため、比較対照の参考として、前年度実績を記載

臨床研究新規開始件数（件） 22 10
コロナ禍の影響を受ける中で、前年比△12件と大幅な減少となったが、この他に医師主導
型の研究は20件（同＋11件）となり大幅に増加した。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　治験センターの運営等を通して、新薬や新しい
治療法に関する治験、市販後調査、大学などと連
携した臨床研究等を推進し、医療技術の発展に
貢献するとともに、長野市民病院医学雑誌の発
刊や院内学術発表会の開催等によって職員の研
究意欲を引き出し、高度専門医療を担う病院とし
て、医療水準の更なる向上を図る。

　治験センターの運営等を通して、新薬や新しい
治療法に関する治験、市販後調査、大学などと連
携した臨床研究等を推進し、医療技術の発展に
貢献するとともに、長野市民病院医学雑誌の発
刊や院内学術発表会の開催等によって職員の研
究意欲を引き出し、高度専門医療を担う病院とし
て、医療水準の更なる向上を図る。

　治験センターの運営等を通して、新薬や新しい治療法に関
する治験等を推進したが、新型コロナウイルス感染症の流行
拡大の影響を受け、臨床研究新規開始件数は治験4件（前年
比＋1件）を含む10件（同△12件）にとどまった。
　一方、大学などと連携した医師主導型の研究は20件(同＋
11件）、うち信大は8件（同＋5件）となり、ともに増加した。
　また、2021年3月には院内学術発表会を非対面方式で開催
したほか、医学雑誌第5巻を2021年4月に発刊するなど、職員
の研究意欲を引き出し、高度専門医療を担う病院として医療
水準の更なる向上を図った。
　今後も、治験等の受託を推進するとともに、研究費の有効
活用を図る。
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医療提供体制の充実

(1) 地域包括ケアシステム推進体制の 　 　

充実 【 】

(2) 他の中核病院等との連携強化 【 】

(3) 医療機器の計画的な更新･整備 【 】

(4) 病院運営に関する地域の意見の反映 【 】

(5) 医療職の人材確保及び育成 【 】

(6) 教育研修 【 】

(7) 医療安全対策 【 】

(8) コンプライアンス（法令遵守）の

徹底 【 】

大項目 第１

自己評価

4

4

4

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

判断理由

設立団体の長

4

4

4

 【小項目評価】中項目 4

　地域の関係機関と緊密に連携する中で、地域包括ケアシステムの構築に
向けて在宅医療を推進したほか、近隣の医師が不足する病院へ診療支援
を行った。
　また、中長期的な視点から高額医療機器の整備計画を策定するとともに、
適切な人材確保・育成並びに教育研修の充実を図った。
　さらに、医療安全対策及びコンプライアンスの徹底を図り、新型コロナウイ
ルス感染症の流行拡大に当たっては、国や自治体の指針等に則り、適切な
対応に努めた。

判断理由

4

4

4

地域包括ケアシステム推進体制の充実

ア 地域医療支援病院としての地域完結型医療の推進

イ 地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療

の推進

（注）紹介率及び逆紹介率は、地域医療支援病院の基準による。

　地域の関係機関との機能分担と連携を強化するとともに、来院者に対して
かかりつけ医を持つことの啓発を行い、地域完結型医療を推進した。
　また、コロナ禍での訪問看護ニーズに対応するとともに、地域包括ケア病
棟の機能充実、並びに「長野市在宅医療・介護連携支援センター事業」の運
営により、地域包括ケアシステム構築への協力と在宅医療支援を推進し
た。

自己評価

説　　明

小項目 （１）

4

　　【指標・目標】 2019実績値 2020目標値 2020実績値

88.0

紹介率（％）

逆紹介率（％）

訪問看護訪問件数（件） 5,713 6,280 7,071

77.1

83.6

コロナ禍で紹介患者が減少する中で、紹介率では前年を維持した。

逆紹介による地域連携を推進する中で、前年比＋4.4ポイントと増加した。

コロナ禍でのニーズ増加により、前年比＋1,358件、123.8％と大幅に増加した。

判断理由

79.5

89.5

77.1
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　高度急性期・急性期機能を有する地域医療支
援病院として、かかりつけ医や地域の医療機関と
の機能分担と連携をなお一層強化し、紹介・逆紹
介を円滑に進めながら、地域完結型医療を推進
する。

　高度急性期・急性期機能を有する地域医療支
援病院として、かかりつけ医や地域の医療機関と
の機能分担と連携をなお一層強化し、紹介・逆紹
介を円滑に進めながら、地域完結型医療を推進
する。

　診療所訪問により顔の見える関係性構築を図るとともに、
2020年12月より土曜日にもFAXによる紹介予約受付を開始す
るなど、紹介・逆紹介の円滑な推進に努めた。
　また、院内に「二人主治医制」の啓発ポスターを掲示し、併
せて来院患者がエントランスでかかりつけ医を検索しやすい
よう、各開業医の案内冊子を置いたラックを見やすく整備する
など、かかりつけ医を持つことの重要性についてもＰＲした。
　紹介・逆紹介の件数については、コロナ禍の影響を受ける
中で、紹介14,278件（前年比△1,507件、90.5％）、逆紹介
11,442件（同△477件、96.0％）となったが、地域医療支援病院
の要件である紹介率は77.1％（同±0.0ポイント）、逆紹介率は
88.0％（同＋4.4ポイント）となった。
　なお、感染予防の観点から、関係機関を招いて開催してい
た当院主催の地域連携交流会については未実施となった。
　今後も、引き続き地域の関係機関等との緊密な連携を図り
ながら、地域完結型医療を推進する。

イ
地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療 地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療

細 中期計画 年度計画 実績と課題

ア 地域医療支援病院としての地域完結型医療の推進 地域医療支援病院としての地域完結型医療の推進

イ
の推進 の推進

　地域の医療機関や介護サービス事業所と緊密
に連携しながら、地域包括ケア病棟を活用し在宅
復帰支援や在宅からの緊急入院受入れに積極
的に対応するほか、看護師の適切な確保により
24時間訪問看護体制の維持・充実を図り、地域
のかかりつけ医等を支援する。
　また、「長野市在宅医療・介護連携支援センター
事業」の運営を行う中で、地域の在宅医療・介護
関係者に対する情報提供や市民への啓発を推進
する。
　なお、看護小規模多機能型居宅介護の導入に
関しては、地域の需要動向や費用対効果等を踏
まえて検討を行う。

　地域の医療機関や介護サービス事業所と緊密
に連携しながら、地域包括ケア病棟を活用し在宅
復帰支援や在宅からの緊急入院受入れに積極
的に対応するほか、看護師の適切な確保により
24時間訪問看護体制の維持・充実を図り、地域
のかかりつけ医等を支援する。
また、「長野市在宅医療・介護連携支援センター
事業」の運営を行う中で、地域の在宅医療・介護
関係者に対する情報提供や市民への啓発を推進
する。
　なお、看護小規模多機能型居宅介護の導入に
関しては、地域の需要動向や費用対効果等を踏
まえて検討を行う。

　地域の医療機関や介護サービス事業所と緊密に連携し、入
院前支援や退院支援の充実を図る中で、地域包括ケア病棟
等を活用した在宅復帰支援や在宅からの緊急入院受入れに
積極的に対応した。
　また、24時間訪問看護体制を維持し、祝日等の訪問看護に
も対応しながら、コロナ禍により高まった在宅療養へのニーズ
に対応した結果、訪問看護訪問件数は7,071件（前年比
+1,358件、123.8％)と大幅に増加した。
　さらに、「長野市在宅医療・介護連携支援センター事業」の
運営を通して、後方連携病院とのリモートでの情報交換会を
実施し、円滑な連携関係の構築に努めたほか、「高齢者入所
施設におけるACP/看取り対応に関する現況調査」を実施し、
終末期におけるケアや看取りの在り方について協議・検討を
行った。
　今後も、在宅医療支援を一層推進し、地域包括ケアシステ
ムの構築を支援する。
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　医療提供体制の充実

他の中核病院等との連携強化

ア 長野医療圏内の他の中核病院との連携

イ 近隣病院への診療支援

ウ 脳卒中遠隔画像診断ネットワークシステム

による連携

細 中期計画 年度計画 実績と課題

ア 長野医療圏内の他の中核病院との連携 長野医療圏内の他の中核病院との連携

　長野県地域医療構想を踏まえ、長野医療圏内
の他の中核病院などとの機能分担と連携に努
め、適切な競合と協調により、長野医療圏におけ
る 療水準 向上 寄与する

　長野県地域医療構想を踏まえ、長野医療圏内
の他の中核病院などとの機能分担と連携に努
め、適切な競合と協調により、長野医療圏におけ
る 療水準 向上 寄与する

　地域における適切な機能分担と連携を推進するため、2020
年10月と2021年1月に長野医療圏地域医療構想調整会議が
書面にて開催され、意見交換を行った。

また 新型 ナウイ 感染症対策 地域関係

4
　長野県地域医療構想を踏まえ、長野医療圏内の他の中核病院や行政
などとの意見交換や情報共有を行い、機能分担と連携に努めた。
　また、地域医療人材拠点病院として、近隣の医師が不足する病院及び
国保診療所への診療支援として医師派遣を行った。

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 4

小項目 （２） 自己評価 判断理由

る医療水準の向上に寄与する。 る医療水準の向上に寄与する。 　また、新型コロナウイルス感染症対策について、地域関係
機関と定期的にオンライン会議を行い、情報共有を図った。
　なお、長野赤十字病院、厚生連南長野医療センター篠ノ井
総合病院、厚生連長野松代総合病院及び長野市民病院の公
的4病院による適切な機能分担と連携の検討に向けた定期的
な意見交換会は、開催を見合わせた。
　今後も、感染対策を含め定期的な情報交換を行い、適切な
競合と協調により長野医療圏における医療水準の維持・向上
に努める。
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細

近隣病院への診療支援 近隣病院への診療支援

　長野県が指定する地域医療人材拠点病院とし
て、公立病院改革プランも踏まえながら、近隣の
公立病院への診療支援として医師派遣を行う。

　長野県が指定する地域医療人材拠点病院とし
て、公立病院改革プランも踏まえながら、近隣の
医師が不足する病院及び国保診療所への診療
支援として引き続き医師派遣を行う。

　長野県が指定する地域医療人材拠点病院として、公立病院
改革プランも踏まえながら、近隣の医師が不足する信越病
院、飯綱病院、長野市国保鬼無里診療所に対し、それぞれの
ニーズに沿った形で引き続き医師派遣を行った。
　今後も、県や市と連携をとりつつ、周辺地域のニーズも十分
把握しながら、より効果的な診療支援を行う。

中期計画 年度計画 実績と課題

イ

脳卒中遠隔画像診断ネットワークシステムによる
連携

　遠隔画像診断ネットワークシステムを活用し、北
信地域の5病院と脳卒　中患者の診断・治療に関
する連携を図る。

　遠隔画像診断ネットワークシステムを活用し、北
信地域の5病院と脳卒　中患者の診断・治療に関
する連携を図る。

　北信地域の5病院（信州医療センター、新生病院、飯綱病
院、信越病院及び飯山赤十字病院）との脳卒中遠隔画像参
照ネットワークの運用を継続し、脳卒中疑い患者についての
的確な診断・治療を支援した。
　また、自院単独でも院外画像参照システムとして複数診療
科で積極的に活用し 利用件数は155件（前年比＋58件

ウ
脳卒中遠隔画像診断ネットワークシステムによる
連携

科で積極的に活用し、利用件数は155件（前年比＋58件、
159.8％）となった。
　今後も、一次脳卒中センターとして、地域の脳卒中医療水
準の維持・向上に貢献するほか、さまざまな形で院外画像参
照システムの有効利用を図っていく。
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　医療提供体制の充実

医療機器の計画的な更新･整備

　

　

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

小項目 （３）

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　地域の医療需要や医療技術の進展、費用対効
果、患者ニーズ等を踏まえ、地域における機能分
担と連携を図る中で、長野市民病院が提供してき
た高度で安全・良質な医療を将来にわたって持続

　地域の医療需要や医療技術の進展、費用対効
果、患者ニーズ等を踏まえ、地域における機能分
担と連携を図る中で、長野市民病院が提供してき
た高度で安全・良質な医療を将来にわたって持続

　中期的な視点に立ち、今後の医療体制の方向性を確認しな
がら、高額医療機器整備検討ワーキンググループにおける検
討や市との調整を経て、高額医療機器の整備5ヵ年計画を策
定した

中項目 4

自己評価 判断理由

4

　長野市民病院が提供してきた高度で安全・良質な医療を将来にわたっ
て持続的に提供できるよう、中期的な視点に立ち、効率的かつ効果的な
購入を目的として、高額医療機器の整備5ヵ年計画を策定した。
　2020年度においては、基本診療機能の維持に重点を置きながら、新型
コロナウイルス感染症対策に注力し医療機器等の整備を図った。

た高度で安全 良質な医療を将来にわたって持続
的に提供できるよう、中期的な視点に立って計画
を策定し、地方独立行政法人制度の特徴を活か
した効率的で効果的な予算執行により、医療機
器の更新・整備を進める。

た高度で安全 良質な医療を将来にわたって持続
的に提供できるよう、医療提供体制の基本機能を
適切に維持しながら、経営状況も踏まえて高額医
療機器更新計画を策定し、地方独立行政法人制
度の特徴を活かした効率的で効果的な予算執行
により、医療機器の整備を進める。

定した。
　また、2020年度においては、基本診療機能の維持に重点を
置く中で、国や自治体の各種助成制度を活用した感染対策
のための整備を含め、総額174百万円の医療機器等の整備
を進めた。
　今後も、効率的で効果的な予算執行により、計画的に医療
機器の更新・整備を進める。
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　医療提供体制の充実

病院運営に関する地域の意見の反映

　

　 4
　住民自治団体の関係者に地域医療支援病院運営委員会の委員や臨床
研修管理委員会の外部委員を委嘱し、定期的な委員会の場を通じて意
見収集を図り、地域住民の意見の反映に努めた。

　地元の古里住民自治協議会から推薦された委員が参加し
ている地域医療支援病院運営委員会（3ヶ月毎に開催）は、感
染予防の観点から、通常開催は1回にとどまり、そのほかは
中止もしくは書面開催とした。
　また、臨床研修管理委員会についても書面開催となった。
　今後も、感染状況や社会的な動向に配慮しつつ、定期的な
委員会の場を通じて地域の声を聞く機会の確保に努める

実績と課題

大項目

― 中期計画 年度計画

中項目 4

自己評価 判断理由

　地域医療支援病院運営委員会など、地域住民
の代表者を交えての定期的な意見交換を通し
て、病院と地域との積極的な連携強化を図る。

　地域医療支援病院運営委員会など、地域住民
の代表者を交えての定期的な意見交換を通し
て、病院と地域との積極的な連携強化を図る。

小項目 （４）

第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

委員会の場を通じて地域の声を聞く機会の確保に努める。
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　医療提供体制の充実

医療職の人材確保及び育成

ア 医師、看護師、その他必要な人材の確保

イ 専門性を持った人材の育成

　　

　

実績と課題

小項目 （５）

細

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 4

　診療機能の維持・強化のため、医師をはじめ、
看護師、薬剤師、その他医療職の適切な確保に
努める。

　診療機能の維持・強化のため、医師をはじめ、
看護師、薬剤師、その他医療職の適切な確保に
努める。

　医師の確保を図るため、病院長や各診療科部長等による信
州大学医学部各医局との情報交換を継続的に推進し、積極
的な募集活動を行った。その結果、常勤医師数は3名増員と
なった。

中期計画 年度計画

自己評価 判断理由

4

　医師の確保を図るため、信州大学との連携を強化するとともに、初期研
修医や看護師、薬剤師についても、病院見学やインターンシップの積極的
な受入れ等により、適切な確保に努めた。
　また、医師、看護師、薬剤師ほか、多くの医療スタッフの資格取得を支
援し、専門性を持った人材の育成に努めた。

ア 医師、看護師、その他必要な人材の確保 医師、看護師、その他必要な人材の確保

　また、研修医についても、各診療科において柔軟かつ効果
的に21名の医学生見学受け入れを行い、次年度に向けて初
期研修医試験では応募21名のうち8名を採用内定とした（フル
マッチ）。
　さらに、看護師については、インターンシップや説明会・見学
会等により次年度に向けて35名の採用につなげたほか、薬
剤師についても5名を採用内定とした。
　今後も、こうした積極的な採用活動を継続し、医療職の適切
な確保に努める。
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細 中期計画 年度計画 実績と課題

イ 専門性を持った人材の育成 専門性を持った人材の育成

　専門医や技術認定医の取得・更新を支援すると
ともに、チーム医療を支える専門・認定看護師、
認定薬剤師等、高い専門性を持った有資格者の
育成に努める。

　専門医や技術認定医の取得・更新を支援すると
ともに、チーム医療を支える専門・認定看護師、
認定薬剤師等、高い専門性を持った有資格者の
育成に努める。

　職員の資格取得を支援し、専門性を持った人材の育成に努
めた結果、医師については、新規6名を含む延べ27名が専門
医等を取得・更新した。
　また、看護師についても、脳卒中リハビリテーション看護認
定看護師1名、感染管理認定看護師1名が資格を取得したほ
か、老人看護専門看護師2名及び認定遺伝カウンセラー1名
を養成し、看護師特定行為研修に1名を派遣した。
　今後も、引き続き職員の資格取得を支援し、専門性を持っ
た人材の育成に努める。
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　医療提供体制の充実

教育研修

ア 初期・後期臨床研修機能の充実

イ 地域医療従事者の教育並びに学生の

研修・実習受入れ

ウ 職員のキャリアアップ支援

　

 ※ 目標値を設定していないため、比較対照の参考として、前年度実績を記載

小項目 （６）

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 4

自己評価 判断理由

3 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、研修会等がほとんど開催できなかった。

4

　臨床研修プログラムやその実践内容等の継続的な見直しを図る中で、
初期研修医8名及び歯科研修医1名を採用した。
　また、医学生、看護学生及び薬学生の研修・実習について、適切に受け
入れを行ったほか、「長野市民病院ふれ愛基金」を活用して職員の資格
取得費用の助成を行うなど、職員のキャリアアップを積極的に支援した。
　なお、地域の医療従事者に対する症例検討会等については、感染予防
の観点から、ほとんどの開催が見送られた。

　　【関連指標】 ※2019実績値 2020実績値 説　　明

地域医療従事者向け研修等開催数（回） 21

中期計画 年度計画 実績と課題

　総合的かつ全人的な医療を提供できる医師の
育成を基本方針とし、臨床研修プログラムの継続
的な改善などに取り組み、研修医から選ばれる
臨床研修病院を目指す。

細

ア 初期・後期臨床研修機能の充実 初期・後期臨床研修機能の充実

　総合的かつ全人的な医療を提供できる医師の
育成を基本方針とし、臨床研修プログラムの継続
的な改善などに取り組み、研修医から選ばれる
臨床研修病院を目指す。

　臨床研修病院（基幹型）として、臨床研修センターを中心
に、指導体制の充実や魅力ある臨床研修プログラムの提供
に努めた結果、2020年度は初期研修医8名及び初期研修歯
科医1名を採用し、次年度に向けては初期研修医8名を採用
内定とした。（2021年4月1日付け採用7名）
　また、NPO法人卒後臨床研修評価機構による評価を受審
し、2021年1月より認定期間4年となる更新認定を取得した。
　今後も、臨床研修体制の更なる充実に取り組み、初期研修
医8名の確保を図る。
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細

　地域がん診療連携拠点病院及び地域医療支援
病院として、地域医療従事者を対象とした症例検
討会やがん診療に関する研修会等を計画的に開
催するほか、医学生、看護学生及び薬学生等の
研修・実習についても積極的な受入れを行う。

　地域がん診療連携拠点病院及び地域医療支援
病院として、地域医療従事者を対象とした症例検
討会やがん診療に関する研修会等を計画的に開
催するほか、医学生、看護学生及び薬学生等の
研修・実習についても積極的な受入れを行う。

　地域がん診療連携拠点病院及び地域医療支援病院として、
例年、地域医療従事者を対象とした症例検討会やがん診療
に関する研修会等を計画的に開催しているが、感染予防の
観点から、オンライン形式や感染症対策を徹底した参集形式
にて3回（前年度比△18回）開催するにとどまった。
　また、学生の研修・実習についても、医学生24名（同±0
名）、看護学生60名（同△229名）、他職種8名の受入れを行っ
た。
　今後も、地域医療従事者を対象とした研修会等について
は、感染状況や社会的な動向に配慮しつつ、年間計画を立て
て着実に実施する。
　また、学生の実習についても、できるだけ学生や養成校の
希望等に対応し、適切に受入れを行う。

イ
地域医療従事者の教育並びに学生の研修・実習
受入れ

地域医療従事者の教育並びに学生の研修・実習
受入れ

中期計画 年度計画 実績と課題

　院内外の学会・研修会等への参加を奨励し研
究費による負担を行うとともに、「長野市民病院ふ
れ愛基金」を財源として活用し資格取得費用の助
成を行うなど、職員のキャリアアップを積極的に
支援する。

　院内外の学会・研修会等への参加を奨励し研
究費による負担を行うとともに、「長野市民病院ふ
れ愛基金」を財源として活用し資格取得費用の助
成を行うなど、職員のキャリアアップを積極的に
支援する。

職員のキャリアアップ支援 職員のキャリアアップ支援ウ

　院内外の学会・研修会等への参加を奨励し研究費による負
担を行ったほか、「長野市民病院ふれ愛基金」を活用して職
員2名に対し資格取得費用の助成を行い、職員のキャリア
アップを積極的に支援した。
　今後も、「長野市民病院ふれ愛基金」を財源として有効活用
し、職員の資格取得等への支援を行う。
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　医療提供体制の充実

医療安全対策

ア 医療事故防止対策

イ 院内感染対策

ウ 職員全体研修の実施

※ 目標値を設定していないため 比較対照の参考として 前年度実績を記載

中項目 4

自己評価 判断理由

説　　明

インシデント・アクシデントレポート報告件
数（件）

(99.2%)

2,093 2,113

（うちインシデントの割合）

（うちアクシデントの割合）

大項目 第１ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

4

　　適切な医療安全対策及び院内感染対策の実施により、医療事故や院
内感染の発生防止に努めたほか、全職員を対象とした研修については、
開催方法の改善により、参加率向上に取り組んだ。
　なお、新型コロナウィルス感染症については、感染防止対策を徹底する
中で、国や自治体の指針等を踏まえ、適切に対応した。

※2019実績値 2020実績値

インシデント・アクシデントレポート報告件数は、前年比＋20件、101.0％となった。
そのうち、インシデントとアクシデントの割合は、アクシデントが△0.5ポイント減少した。（99.7%）

(0.8%) （0.3%）

小項目 （７）

　　【関連指標】

 ※ 目標値を設定していないため、比較対照の参考として、前年度実績を記載
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医療事故防止対策 医療事故防止対策

細 中期計画 年度計画 実績と課題

　ICT（感染対策チーム）のラウンド（巡回）等によ
り、院内感染事例の把握と対策の指導を行うほ

　ICT（感染対策チーム）のラウンド（巡回）等によ
り、院内感染事例の把握と対策の指導を行うほ

　ICT（感染対策チーム）のラウンド（巡回）等に加えて、各種
サーベイランス（発生状況の調査・分析）を行い、院内感染事

ア

　専従のリスクマネージャー注12)を中心に、イン
シデントやアクシデント注13)の情報収集・分析及
び迅速なフィードバックを行い、医療事故の発生・
再発防止に努める。

　専従のリスクマネージャーを中心に、インシデン
トやアクシデントの情報収集・分析及び迅速な
フィードバックを行い、医療事故の発生・再発防止
に努める。

　専従のリスクマネージャーを中心に、医療安全ラウンド（巡
回）や2,113件（前年比＋20件、101.0％）のインシデント、アク
シデントの情報収集・分析を行い、全職員に対しても院内ネッ
トワークへの掲示等により迅速なフィードバックを行うなど、医
療事故の発生・再発防止に努めた。
　また、暴言・暴力についても、専門的知識を持つ職員の配置
や防犯対策の強化により、危機管理を徹底した。
　今後も、インシデント収集と迅速な分析・周知を行い、医療
事故を防止する。

イ 院内感染対策 院内感染対策

か、抗菌薬の適正使用を推進し、院内感染の発
生・拡大防止に努める。

か、抗菌薬の適正使用を推進し、院内感染の発
生・拡大防止に努める。

例の把握と対策の指導を積極的に行った。
　また、抗菌薬適正使用支援チーム（AST)による週1回のラウ
ンドを行い、継続した使用状況の把握に取り組むとともに、オ
ンライン形式で院内研修会を2回実施し、抗菌薬の適正使用
を推進した。
　さらに、新型コロナウイルス感染症に対しては、感染防止対
策を徹底する中で、市との協働により検査体制を整備したほ
か、医療情勢や国・自治体の指針等を踏まえながら、適切な
対応に努めた。
　今後も、サーベイランスを継続し、定期的にフィードバックを
実施するとともに、院内はもとより、近隣医療機関や行政とも
協力し、地域全体での発生・拡大防止に努める。
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ウ 職員全体研修の実施 職員全体研修の実施

細 中期計画 年度計画 実績と課題

　職員全員に参加を義務づける研修を通年にわ
たって開催し、医療安全及び感染対策に関し確
実に徹底を図る。

　職員全員に参加を義務づける研修を通年にわ
たって開催し、医療安全及び感染対策に関し確
実に徹底を図る。

　医療安全及び感染対策に関する職員全員に参加を義務づ
ける研修の実施に当たり、感染対策及び受講率向上を目的と
して、「eラーニング」というインターネットを利用した学習形態
を導入したことで、個々の都合に合わせた日程および時間帯
での受講が可能となった。
　その結果、受講率は、医療安全研修で95.3％（前年1回目
66.5％、2回目73.2％）、感染対策研修で97.3％（前年1回目
91.2％、2回目86.9％）となり、大幅に向上した。
　今後も、さらなる受講率向上を目指して取り組んでいく。
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　医療提供体制の充実

コンプライアンス（法令遵守）の徹底

ア 関係法令の遵守による適正な業務運営

イ 個人情報保護、情報公開等への適切な対応

実績と課題

小項目

市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

関係法令の遵守による適正な業務運営 関係法令の遵守による適正な業務運営

　医療法をはじめとする関係法令を遵守するとと
もに、「長野市民病院の理念」並びに医療人とし
ての職業倫理に従い、適正な業務運営を行う。

　医療法をはじめとする関係法令を遵守するとと
もに、「長野市民病院の理念」並びに医療人とし
ての職業倫理に従い、適正な業務運営を行う。

　職員への教育として、新採用職員に対し、理念、就業規則、
コンプライアンス等に関する研修を行った。
　また、感染予防の観点から、全職員を対象にした対面形式
のコンプライアンス研修に代えて 院内ネットワークの掲示を

（８） 自己評価 判断理由

4
　新入職員研修をはじめ、コンプライアンスに関する啓発を適宜行うことで
周知徹底を図り、適正な業務運営に努めた。
　また、個人情報保護及び情報公開についても、関係法令、ガイドライン、
関係条例等に基づき、適正に対処した。

細 中期計画 年度計画

ア

中項目 4

大項目 第１

のコンプライアンス研修に代えて、院内ネットワ クの掲示を
活用した啓発を行い、周知徹底を図った。
　今後も、引き続き全職員へのコンプライアンスの徹底を図
る。

イ 個人情報保護、情報公開等への適切な対応 個人情報保護、情報公開等への適切な対応

　個人情報保護及び情報公開については、関係
する法令、ガイドライン、並びに市の関係条例等
に基づき、適正に対処するほか、患者・家族から
情報開示の求めがあった場合には、規定に則り
適切に対応する。

　個人情報保護及び情報公開については、関係
する法令、ガイドライン、並びに市の関係条例等
に基づき、適正に対処するほか、患者・家族から
情報開示の求めがあった場合には、規定に則り
適切に対応する。

　関係する法令、ガイドライン、並びに市の関係条例等に基づ
き、適正に対処した。
　また、継続した電子カルテの閲覧モニタリングのほか、院内
ネットワーク掲示板での注意喚起など、不適切な閲覧の防止
に努め、院内における個人情報保護に関する啓発を行った。
　なお、診療情報開示（カルテ開示）については適切に対応
し、2020年度の実績件数をホームページに掲載した。
　今後も、改正となる法令やガイドライン等に則り、適正に対
処する。

44



経営管理機能の充実

(1) 管理運営体制の強化 【 】

(2) 業務改善の推進 【 】

　 　 　

　 　 　

　 　 　

大項目 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 1 判断理由

　　迅速な意思決定と機動的な経営判断により効果的かつ効率的な業務運
営を推進するとともに、医療情勢等についての適切な情報収集・分析や会
計業務に係る改善に努めた。
　また、効率的な委員会運営や稼働状況の見える化、部門別目標管理を通
して職員による業務改善を促したほか、「QIプロジェクト」の自院データにつ
いて分析・評価を行い、医療・看護の質向上に取り組んだ。
　なお、病院機能評価の｢期中の評価」を日本医療機能評価機構へ提出し、
前回受審時の指摘等に対する改善状況について報告を行った。

判断理由

自己評価

4

4

設立団体の長

4

 【小項目評価】

管理運営体制の強化

ア 中期計画及び年度計画に基づく

効果的かつ効率的な業務運営の推進

イ 経営情報の収集・分析

ウ 企画力・実行力の強化

エ 会計情報の信頼性向上

判断理由

　適切な進捗管理を行いながら、中期目標・中期計画の達成に向けて一丸
となって取り組むとともに、法人組織としての内部統制の体制整備を推進し
た。
　また、医療制度改革や診療報酬改定、並びに近隣病院の動向等について
情報収集を行い、自律的かつ戦略的な病院経営に取り組んだほか、業務経
験を有する人材の確保により、企画力・実行力の機能強化を図った。
　さらに、任意で契約する監査法人を変更し、会計業務に関する監査・指導
を受けることで、会計情報の信頼性向上を図った。

自己評価

4

小項目 （１）
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　中期目標を達成するため、迅速な意思決定と機
動的な経営判断により効果的かつ効率的な業務
運営を推進するとともに、法人組織としてのガバ
ナンス体制と内部統制の強化を図り、適切な進捗
管理を行いながら、中期計画・年度計画の確実な
遂行に向けて一丸となって取り組む。

　地方独立行政法人の特長を活かした迅速な意思決定と機
動的な経営判断により、収入の確保と弾力的な予算執行を行
い、効果的かつ効率的な業務運営を推進するとともに、計画
の各項目についてアクションプランの設定とPDCAサイクルに
よる進捗管理を行いながら、中期計画・年度計画の確実な遂
行に向けて一丸となって取り組んだ。
　また、内部統制については、監査法人の助言を受けながら
体制整備を推進した。
　今後も、引き続き進捗管理を適切に行いながら、中期目標・
中期計画の達成を目指す。

イ 経営情報の収集・分析 経営情報の収集・分析

実績と課題

ア
中期計画及び年度計画に基づく効果的かつ効率
的な業務運営の推進

中期計画及び年度計画に基づく効果的かつ効率
的な業務運営の推進

　医療制度改革や診療報酬改定、並びに近隣病
院の動向等を的確に把握・分析し 自律的かつ

　医療制度改革や診療報酬改定、並びに近隣病
院の動向等を的確に把握・分析し 自律的かつ

　医療制度改革や診療報酬改定、並びに近隣病院の動向等
について適時適切に情報収集を行った

細 中期計画 年度計画

　中期目標を達成するため、迅速な意思決定と機
動的な経営判断により効果的かつ効率的な業務
運営を推進するとともに、法人組織としてのガバ
ナンス体制の強化を図り、適切な進捗管理を行
いながら、中期計画・年度計画の確実な遂行に向
けて一丸となって取り組む。

院の動向等を的確に把握 分析し、自律的かつ
戦略的な病院経営を推進する。

院の動向等を的確に把握 分析し、自律的かつ
戦略的な病院経営を推進する。

について適時適切に情報収集を行った。
　感染予防の観点から、セミナーや公聴会等への参加は控え
たが、今後は近隣病院との情報交換などより具体的な情報収
集を行い、的確に把握・分析した上で、自律的かつ戦略的な
病院経営を推進する。
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　医療経営や医療事務に係る専門知識、業務経
験を有する人材の確保・育成に努め、企画力・実
行力の強化を図る。

　法人事務局機能を強化し、市との連携により経
営課題に取り組むほか、医療経営や医療事務に
係る専門知識、業務経験を有する人材の確保・
育成に努め、企画力・実行力の強化を図る。

　法人事務局の機能を強化し、市との連携により、病院再整
備事業や高額医療機器整備計画等の経営課題に取り組ん
だ。
　また、医療経営や医療事務に係る専門知識、業務経験を有
する人材の確保・育成に努め、経験豊富な医療事務系職員を
採用・配置することで、より効率的な業務推進を図った。
　今後も、経営管理、法人運営等の強化を念頭に、引き続き
充員と経営ニーズのバランスを計りながら、企画力・実行力の
強化を図る。

エ 会計情報の信頼性向上 会計情報の信頼性向上

　監査法人等と任意で契約し、会計に関する監
査・指導を受けることで、会計情報の信頼性向上
を図る。

　監査法人等と任意で契約し、会計に関する監
査・指導を受けることで、会計情報の信頼性向上
を図る。

　長野市財政援助団体等監査で受けた指導及び助言に対
し、要綱等の作成や運用の変更を行い、内部統制の体制整
備を推進したほか、入札の公募についても運用を開始した。

細 中期計画 年度計画 実績と課題

ウ 企画力・実行力の強化 企画力・実行力の強化

　また、任意で契約する監査法人を変更し、会計業務に関す
る指導を受けることで、会計情報の信頼性向上を図った。
　今後も、監査法人の指導のもと、継続して適切な会計業務
を行うとともに、内部統制の体制整備を進める。
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経営管理機能の充実

業務改善の推進

ア 業務改善への職員の参画

イ 病院機能評価等の外部評価の活用

大項目 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

小項目 （２）

細 中期計画 年度計画 実績と課題

ア 業務改善への職員の参画 業務改善への職員の参画

　職員が組織横断的な委員会・チーム活動に従
事する中で それぞれの職種の立場から業務運

　職員が組織横断的な委員会・チーム活動に従
事する中で それぞれの職種の立場から業務運

　業務量の削減及び業務時間の短縮に加え、感染予防の観
点から WEB会議の活用と開催時間短縮を促し より効率的

中項目 1

自己評価 判断理由

4

　効率的な委員会運営をはじめ、稼働状況の見える化による全職員での
情報共有、部門別目標管理等により経営改善を推進した。
　また、「QIプロジェクト」等の外部機関の評価事業への継続的な参加を
通して、医療・看護の質向上に努めた。
　さらに、病院機能評価の｢期中の評価」を日本医療機能評価機構へ提出
し、前回受審時の指摘等に対する改善状況について報告を行った。

事する中で、それぞれの職種の立場から業務運
営の改善に取り組む。
　また、医療情報システム等のデータを利活用し
て稼働状況の見える化を図り、院内ネットワーク
画面上に経営指標として随時掲示・更新を行うこ
とにより全職員で情報を共有し、日々経営改善を
推進する。

事する中で、それぞれの職種の立場から業務運
営の改善に取り組む。
　また、医療情報システム等のデータを利活用し
て稼働状況の見える化を図り、院内ネットワーク
画面上に経営指標として随時掲示・更新を行うこ
とにより全職員で情報を共有し、日々経営改善を
推進する。

点から、WEB会議の活用と開催時間短縮を促し、より効率的
な業務運営に取り組んだ。
　また、医療情報システム等のデータを利活用して稼働状況
の見える化を図り、院内ネットワーク画面上に経営指標として
随時掲示・更新を行うことにより、全職員で日々の経営状況
について情報共有した。
　さらに、部門別の目標管理を行い、評価・改善を行う中で部
署ごとに業務改善を推進した。
　今後は、職場単位で増収対策やコスト適正化に係る活動に
関わっていく。
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細 中期計画 年度計画 実績と課題

イ 病院機能評価等の外部評価の活用 病院機能評価等の外部評価の活用

　公益財団法人日本医療機能評価機構による病
院機能評価の評価結果を踏まえ、継続的な業務
改善に取り組むほか、一般社団法人日本病院会
の「QIプロジェクト」をはじめとする外部機関の評
価事業に継続参加し、自院データの経時的な分
析や他施設とのベンチマークを行い、医療・看護
の質向上に取り組む。

　公益財団法人日本医療機能評価機構による病
院機能評価の「期中の確認」への対応を通して、
継続的な業務改善に取り組むほか、一般社団法
人日本病院会の「QIプロジェクト」をはじめとする
外部機関の評価事業に継続参加し、自院データ
の経時的な分析や他施設とのベンチマークを行
い、医療・看護の質向上に取り組む。

　平成30年9月に受審した公益財団法人日本医療機能評価
機構による病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)において、病院におけ
る継続した質改善活動の取り組み状況の確認として実施が
義務付けられている「期中の確認」を機構へ提出した。
　また、日本病院会の「QIプロジェクト」をはじめとする外部機
関の評価事業に継続参加し、経時的な分析と掲示、並びに四
半期単位の他施設とのベンチマークを行い、関係部署に原因
等を確認し対策の検討を行うことで質改善に寄与した。
　今後も、引き続き外部評価を活用した改善に取り組むととも
に、医療・看護の質向上に向けた体制づくりを検討していく。
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働きやすくやりがいのある

職場環境の整備

(1) 人事評価制度の再構築 【 】

(2) 働きやすい職場環境づくり 【 】

(3) 職員満足度の向上 【 】

　 　 　

　 　 　

　 　 　

人事評価制度の再構築

3

判断理由

4

3

大項目 第２

自己評価

3

設立団体の長

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

判断理由

　「働き方改革」の動向を踏まえながら、負担軽減に取り組み、より効率的な
業務運営の促進を図った。
　また、子どもを持つ職員が働きやすい職場環境の整備を図るとともに、執
務環境改善に係る施設設備の維持管理及び既存改修計画検討を行った。
　さらに、職員向け広報活動の充実により、職員の満足度向上に努めた。
　なお、人事評価制度の見直しについては、継続審議となった。

判断理由

中項目 2  【小項目評価】

自己評価小項目 （１）

　人事評価制度の適切な見直しを行い、職員の
目標達成意欲を高め、モチベーションの維持・向
上に努める。
　また、これと関連して、人事給与制度についても
適宜見直しを検討する。

　人事評価制度の適切な見直しを行い、職員の
目標達成意欲を高め、モチベーションの維持・向
上に努める。
　また、これと関連して、人事給与制度についても
適宜見直しを検討する。

　人事評価制度及び人事給与制度については、継続して現行制度の検証と
課題の整理を行い、適切な見直しに向けて取り組んだが、具体的な制度運
用の検討については、翌年度に持ち越された。

3

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　人事評価制度及び人事給与制度については、継続して現
行制度の検証と課題の整理を行い、適切な見直しに向けて
取り組んだが、具体的な制度運用の検討については、翌年度
に持ち越された。
　今後も、引き続き適切な見直しを検討する。
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働きやすい職場環境づくり

　国が推進する働き方改革の動向を踏まえなが
ら、職員のワークライフバランスに配慮し、業務運
営の見直しや院内託児所の充実などを通して、
職員が安心して働ける職場環境を整備する

　国が推進する働き方改革の動向を踏まえなが
ら、職員のワークライフバランスに配慮し、業務運
営の見直しや院内託児所の充実などを通して、
職員が安心して働ける職場環境を整備する

　働き方改革ワーキンググループにおいて、より効率的な業
務運営の促進を図り、医師の長時間勤務の改善に係る検討
や「医療秘書室」の設置を通して医師の働き方改革を支援し
た

小項目 （２）

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

自己評価

4

― 中期計画 年度計画 実績と課題

中項目 2

大項目 第２

働きやすくやりがいのある職場環境の整備

判断理由

　働き方改革ワーキンググループの活動を通して、効率的な業務運営の促
進を図るとともに、院内託児所の弾力的な運用等により、子どもを持つ職員
が働きやすい職場環境の整備に努めた。
　また、病院再整備事業の基本設計を進める中で、執務環境改善に係る既
存改修計画について検討を行った。
　さらに、法改正を受けて、ハラスメントへの対処や職員向け相談窓口の設
置など、適切に対応した。

職員が安心して働ける職場環境を整備する。
　また、施設整備計画の中で、院内スペースの効
率的な利用を検討し、執務環境の改善を図る。
　さらに、職員向けの相談窓口を設け、職場での
悩みやハラスメントなどについて、適切に対応す
る。

職員が安心して働ける職場環境を整備する。
　また、病院再整備事業の計画を進める中で、院
内スペースの効率的な利用を検討し、執務環境
の改善を図る。
　さらに、職員向けの相談窓口を設け、職場での
悩みやハラスメントなどについて、適切に対応す
る。

た。
　 また、院内託児所において土曜日保育等のニーズに合わ
せて弾力的な運用を行うなど、子どもを持つ職員が働きやす
い職場環境の整備を図ったほか、執務環境改善を目指して、
照明改修等の整備を行い、併せて病院再整備事業の基本設
計を進める中で、既存改修計画について検討を行った。
　さらに、2020年6月施行となった法改正を受け、ハラスメント
への対応を強化したほか、「こころの健康相談室」を設け、職
員からの相談等について適切な支援を行った。
　今後も、引き続き適切な制度運用により働きやすい職場環
境の整備に努めるとともに、病院再整備事業を推進する中
で、執務環境改善の検討を行う。
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職員満足度の向上

　職員満足度調査の継続的な実施等により職員
の意見を汲み上げ改善を図るとともに、積極的な
職員向け広報活動を通して情報共有と意思疎通
を図り、働く職員のやりがいと満足度の向上に努
める。

　職員満足度調査の継続的な実施等により職員
の意見を汲み上げ改善を図るとともに、積極的な
職員向け広報活動を通して情報共有と意思疎通
を図り、働く職員のやりがいと満足度の向上に努
める。

　院内ネットワークへの掲示等を活用した病院職員向けの広
報活動を積極的に行い、職員のモチベーション向上に努めた
ほか、新型コロナウイルス感染症対策に関する情報共有を図
り、感染防止への意識向上を促進した。
　なお、2020年度に予定されていた職員満足度調査は、コロ
ナ禍に鑑み、実施が見送られた。
　今後も、内容を検証ながら定期的に職員満足度調査を行う
とともに 情報発信・情報共有を推進し 働く職員の満足度向

大項目

中項目 2 働きやすくやりがいのある職場環境の整備

小項目 （３） 自己評価 判断理由

3
　院内ネットワークへの掲示等を利用して職員向け広報活動を積極的に行
い、職員のモチベーション向上に努めた。
　なお、コロナ禍に鑑み、職員満足度調査は実施が見送られた。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

とともに、情報発信 情報共有を推進し、働く職員の満足度向
上に努める。
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効率的な経営の推進

(1) 収支バランスの適正化 【 】

(2) 診療報酬改定等の制度改正への 【 】

適切な対応

(3) 適正な人員配置 【 】

(4) 診療報酬請求漏れや 【 】

返戻・査定減の防止

(5) 未収金の管理と回収 【 】

(6) 業務の質と量に応じた費用の適正化 【 】

　コロナ禍による経営環境の悪化を受けて、重症患者の受入れや高度専門
医療の提供に注力しながら業務改善を進め、適切に収入確保と費用抑制を
図った。
　また、レセプト精度向上を図り、請求漏れや査定による減収の防止対策に
取り組むとともに、未収金残高の低減に努めた。

判断理由

4

中項目 1

大項目 第３

自己評価

4

4
4

設立団体の長

 【小項目評価】

　　【指標・目標】 2019実績値 2020目標値 2020実績値 説　　明

10,581 コロナ禍の影響を受ける中で、前年比△756人、93.3％となった。

4

4

経常収支比率（％） 100.3

医業収支比率（％） 92.9

102.1

94.2

102.5

92.5

適切な収入確保と費用抑制により、前年比＋0.4ポイントとなった。

運営費負担金を除いた医業収支比率は、前年比△1.7ポイントとなった。

新入院患者数（人） 11,337 11,480

財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

判断理由

3

（注1）医業収支比率は、医業収益／（医業費用＋一般管理費）×100とする。

（注2）対医業収益給与比率は(給与費(医業費用)＋給与費(一般管理費))／医業収益×100とする。

（注3）対医業収益経費比率は(経費(医業費用)＋経費(一般管理費))／医業収益×100とする。（中期計画の指標・目標の数値を訂正）

（注4）医業収益は運営費負担金を除く。

※目標値を設定していないため、比較対象の参考として、前年度実績を記載

コロナ禍の影響を受け、新入院患者数が減少する中で、前年比△6.5ポイント、地域包括ケア
病棟を除く率においても△6.6ポイントとなった。（地域包括ケア病棟を除く率） （ 95.5 ） （ 88.9 ）

10,581 コロナ禍の影響を受ける中で、前年比△756人、93.3％となった。

対医業収益給与費比率（％）

18,350 20,767 薬物療法に係る収入の増加等による影響で、前年比＋2,417円、113.2％となった。

平均在院日数（日） 11.4 11.4

対医業収益経費比率（％）

55.4 57.0 55.8 適切な人員配置を図る中で、前年比＋0.4ポイントとなった。

対医業収益材料費比率（％） 27.5 26.1 29.2 高額な医薬品を使用する薬物療法の増加等により、前年比＋1.7ポイントとなった。

新入院患者数（人） 11,337 11,480

1日当たり外来単価（円）

延べ入院患者数（人） 140,626 130,833 新入院患者数減少の影響等により、前年比△9,793人、93.0％となった。

1日当たり入院単価（円） 66,137 70,017 手術、検査、リハビリ等の収入増により、前年比＋3,880円、105.9％となった。

延べ外来患者数（人） 225,427 208,786 受診控え等が影響し、前年比△16,641人、92.6％となった。

16.1 17.3 16.4 消費税増税の影響等により、前年比＋0.3ポイントとなった。

　　【関連指標】 ※2019実績値 2020実績値 説　　明

病床稼働率（％） 96.1 89.6

（地域包括ケア病棟を除く日数） （ 10.2 ） （ 10.3 ）
全体では前年比±0.0日、地域包括ケア病棟を除く日数では＋0.1日とともに前年並みとなっ
た。
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収支バランスの適正化

　収益確保と費用節減の徹底を図りながら効率
的な経営を推進し、引き続き経常収支比率100%
以上の達成に取り組むほか、医業収支比率の向
上に努める

4

　コロナ禍の影響を受ける中で、救急搬送による重症患者の
受入や、「がん診療」及び「脳・心臓・血管診療」を主体とした
高度専門医療の提供に注力しながら、業務運営の改善や新
型コロナウイルス感染症に係る補助金の活用等により 適切

　収益確保と費用節減の徹底を図りながら効率
的な経営を推進し、各事業年度の経常収支比率
100%以上の達成に取り組むほか、医業収支比率
の向上に努める

　コロナ禍の影響を受ける中で、適切に収入確保と費用抑制に努めた結
果、運営費負担金等を除いた医業収支比率は目標値をやや下回ったもの
の、経常収支比率は目標値を上回り、前年以上を確保した。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

小項目 （１） 自己評価 判断理由

大項目

中項目 1 効率的な経営の推進

上に努める。 型コロナウイルス感染症に係る補助金の活用等により、適切
に収入確保と費用抑制に努めた。
　その結果、経常収支比率は102.5％（計画比＋2.2ポイント、
前年比＋0.4ポイント）となり、新型コロナウイルス感染症に係
る補助金収益を除いても100.2％（計画比△0.1ポイント）とほ
ぼ目標を達成し、黒字を確保した。
　また、運営費負担金等を除いた医業収支比率は、コロナ禍
での受診抑制が響き、92.5％（計画比△0.4ポイント、前年比
△1.7ポイント）となった。
　今後も、引き続き経常収支比率100%以上の達成に取り組む
ほか、医業収支比率の向上に努める。

の向上に努める。
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診療報酬改定等の制度改正への適切な対応

　

　

効率的な経営の推進

大項目 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 1

実績と課題

小項目 自己評価 判断理由

4
　2020年4月の診療報酬改定に際しては、施設基準の維持や新規加算の
算定など適切な対応により収益の確保を図るとともに、次期改定に向け
て、DPC/PDPS（診断群分類別包括支払制度）の評価向上に取り組ん
だ。

（２）

― 中期計画 年度計画

　急性期一般入院基本料の算定維持等、医療制
度改革や診療報酬改定への適切な対応により収
益の確保を図る。

　2020年4月の診療報酬改定にあたり、急性期一
般入院基本料や地域包括ケア病棟入院料、各種
加算等に係る施設基準への適切な対応を図ると
ともに、DPC/PDPS（診断群分類別包括支払制
度）の評価向上に努めるなど、収益の確保を図
る。

　2020年4月の診療報酬改定に当たり、入院基本料や地域包
括ケア病棟入院料をはじめとする特定入院料等の算定維持
や新規加算の算定など適切に対応し、収益の確保を図った。
　また、DPCデータ分析システム「ヒラソル」を活用し、次期改
定に向けてプロジェクトチームを立ち上げ、DPC/PDPS（診断
群分類別包括支払制度）の評価向上に取り組んだ。
　今後も、適時情報収集を行いながら、新たな診療報酬体系
に則して適切に対応するとともに、先を見据えたDPC/PDPS
の評価向上に努めていく。
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適正な人員配置

　

　有資格者等の適切な確保及び適正な人員配置により、診療
機能の維持・強化を図り、収益の確保に努めた。
　今後も、経営ニーズに沿って医師・看護師や薬剤師をはじ
めとする有資格者を適切に採用する。

中期計画 年度計画 実績と課題

中項目 1 効率的な経営の推進

小項目 （３）

―

大項目 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

自己評価 判断理由

4 　有資格者等の適切な人員配置により、施設基準の算定維持・新規取得
などに対応し、診療機能の維持・強化を図った。

　業務の質の維持、新規施設基準の取得や診療
機能強化に見合った適正な人員配置により収益
の確保に努める。

　業務の質の維持、新規施設基準の取得や診療
機能強化に見合った適正な人員配置により収益
の確保に努める。
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診療報酬請求漏れや返戻・査定減の防止

　

　

　レセプトの精度向上を図り、請求漏れや返戻・
査定減の防止対策を徹底する。

　増収対策プロジェクトチームの活動等により、レ
セプトの精度向上を図り、請求漏れや返戻・査定
減の防止対策を徹底する。

　増収対策プロジェクトチームの活動を通して、請求漏れや査
定による減収の防止対策に取り組んだ。
　また、外部に委託したレセプト精度調査結果を踏まえて部署
横断的な検討を行い、レセプト精度向上や加算の算定漏れ防
止に努めた結果、最終的には年間で36百万円の増収が図ら
れた。

自己評価 判断理由

3
　増収対策プロジェクトチームの活動を通して、請求漏れや査定による減
収の防止対策に取り組むとともに、レセプト精度調査結果を踏まえて部署
横断的な検討を行った結果、36百万円の増収が図られた。
  なお、返戻率は若干増加したが、査定率については改善した。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

小項目 （４）

大項目 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 1 効率的な経営の推進

　なお、2020年度の返戻率は6.10％（前年比＋0.1ポイント）、
査定率は0.40％（同△0.05ポイント）となった。
　今後は、レセプト点検ソフトの導入も検討しつつ、レセプトの
点検強化及び査定・返戻情報の分析等を行い、更なる精度
向上に努める。
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未収金の管理と回収

　

　
4

　患者に対する個別の未収金管理を徹底し、未収金が発生した際には督
促や回収を適切に行った。
　また、未収金回収開始を１ヵ月前倒ししたほか、一部滞納債権の回収業
務を弁護士事務所に委託することで、未収金残高の低減に努めた。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

大項目 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 1 効率的な経営の推進

小項目 （５） 自己評価 判断理由

　未収金対策の徹底により、未収金の発生防止と
残高の低減に努める。

　未収金対策の徹底により、未収金の発生防止と
残高の低減に努める。

　未収金残高の低減を図るため、定期的な督促状の送付や
電話連絡を行い、再三の督促でも入金または連絡がない場
合は、内容証明郵便の送付や自宅訪問により対応した。
　また、未収金回収開始を１ヵ月前倒ししたほか、一部滞納債
権の回収業務を弁護士事務所にも委託した。
　こうした中で、2020年度末の未収金残高は46.8百万円（前年
比△1.2百万円）となった。
　今後も、社会的情勢により貧困者が増えている現状も鑑
み、分割払いにも応じながら、内容証明郵便の送付、自宅訪
問も積極的に行う。
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業務の質と量に応じた費用の適正化

　

　

自己評価 判断理由

4
　ベンチマークを用いた価格交渉力強化等により材料費等の抑制を図っ
たほか、コスト適正化プロジェクトチームの活動等を通して、現場レベルで
の業務効率化に努めた。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

大項目 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 1 効率的な経営の推進

小項目 （６）

　診療機能の維持・向上を図りながら業務運営の
改善により材料費の抑制と経費の節減を図り、業
務の質と量に応じた費用の適正化に努める。

　診療機能の維持・向上を図りながら業務運営の
改善により材料費の抑制と経費の節減を図るとと
もに、消費税率改定による経常収支への影響を
にらみながら、業務の質と量に応じた費用の適正
化に努める。
　また、コスト適正化プロジェクトチームの活動等
を通して 現場レベルでの ストダウンに取り組

　ベンチマークを用いた医薬品および検査試薬単価契約の引
き下げ交渉や検体検査委託費の全面見直し、さらにはカラー
印刷コスト等の抑制により、合わせて約1億2,000万円の大幅
な費用削減を実現したほか、手術セットの導入を開始したこと
で、費用削減に加え、業務運営面において様々な改善が図ら
れた。

また スト適正化プロジ クトチ ムの活動を通して 院内を通して、現場レベルでのコストダウンに取り組
む。

　また、コスト適正化プロジェクトチームの活動を通して、院内
各部署からの提案を具現化し、現場レベルでの業務効率化
に取り組んだ。
　こうした中で、対医業収益材料費比率は、高額な医薬品を
使用した薬物療法の増加を背景に29.2％（前年比＋1.7ポイン
ト）、対医業収益経費比率は、消費税増税の影響等により
16.4％（同＋0.3ポイント）となった。
　今後も、収支バランスを考慮しながら、一層の材料費・経費
等の節減に努める。
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経営基盤の確立

年度計画 実績と課題

大項目 第３

　地域住民に良質で安全な医療を継続して提供
するため、地方独立行政法人の特長を活かした

　地域住民に良質で安全な医療を継続して提供
するため、地方独立行政法人の特長を活かした

　長野市からの運営費負担金や新型コロナウイルス感染症
に係る補助金の交付を受けながら、経済性を発揮した業務運

判断理由

財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

中項目 2 自己評価 判断理由

4
　地域住民に良質で安全な医療を継続して提供するため、高度急性期・急
性期機能の充実を図りながら市民病院に求められる役割を果たすとともに、
経済性を発揮した業務運営に努めた結果、当期総利益は395百万円となり、
法人開設以来、5年連続で黒字を確保した。

設立団体の長

― 中期計画

長
経営手法により経済性を発揮し、自立した経営基
盤の確立を目指して更なる経営の健全化に取り
組む。

長
経営手法により経済性を発揮し、自立した経営基
盤の確立を目指して更なる経営の健全化に取り
組む。

営に努め、公立病院として必要とされる医療サービスを適切
に実施した。
　その結果、当期総利益は395百万円（計画比＋349百万円、
861.2％）（前年比＋69百万円、121.1％）となり、法人開設
以来、5年連続で黒字を確保した。
　また、病院再整備事業を推進する中で、地域医療構想や近
隣病院の動向等も見据えながら、将来的な経営基盤の安定
化を目指して、診療機能の充実と患者サービスの向上並びに
執務環境の改善等を検討した。
　今後も、自立した経営基盤の確立を図るとともに、中長期的
な視野に立った業務運営によって経営基盤の安定化を図る。
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施設設備等に関する事項

(1) 病院再整備事業 【 】

(2) 施設設備等の維持管理 【 】

病院再整備事業

中項目 1

小項目 （１） 判断理由

4

自己評価

大項目 第４

自己評価

4

4

設立団体の長

その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置

判断理由

　病院再整備事業における基本設計を実施し、年度内に取りまとめを終える
とともに、実施設計・施工者選定に向けて準備を進めた。
　また、施設設備等の適切な機能維持に努めるとともに、中長期的な保全・
更新計画の検討を進めた。

判断理由

 【小項目評価】

　公募型プロポーザル方式により基本設計業者を選定後、基本設計業務を
開始し、年度内に取りまとめを終えた。
　また、実施設計・施工者選定に向けて準備を進めた。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　施設の経年使用による老朽化や医療技術、施
設基準の改変等による狭隘化への対策及び施設
の長寿命化対策を図るとともに、人口減少、少
子・超高齢化社会の到来を背景とする今後10年
から20年にかけての医療需要や医療環境の変化
に対応するため、病院再整備事業に着手する。

　施設の経年使用による老朽化や医療技術、施
設基準の改変等による狭隘化への対策及び施設
の長寿命化対策を図るとともに、人口減少、少
子・超高齢化社会の到来を背景とする今後10年
から20年にかけての医療需要や医療環境の変化
に対応するため、病院再整備事業を推進し、基本
設計の実施及び実施設計、施工者の選定等を進
める。

　病院再整備事業の基本構想を踏まえて基本設計公募型プ
ロポーザルを実施し、基本設計業者を選定した上で、基本設
計業務を開始し、年度内に取りまとめを終えた。
　また、関係機関と財源確保等の調整を図りながら、2021年
度の実施設計・施工者選定に向けて準備を進めた。
　今後は、実施設計・施工者選定後、2023年度竣工に合わせ
て進捗管理を行いながら、院内外において協議を重ね、計画
を推進する。

4
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施設設備等の維持管理

　

施設設備等に関する事項

自己評価 判断理由

4 　日常の保守管理及び定期点検を通して適切な機能維持に努めるととも
に、中長期的な視点から設備・機器の保全・更新計画の検討を進めた。

小項目 （２）

― 中期計画 年度計画 実績と課題

　長野市民病院が開院以来提供してきた高度で
安全・良質な医療を将来にわたって持続的に提
供できるよう、中期的な視点に立って適正かつ合
理的な計画を策定し、効率的に実施する。

　長野市民病院が開院以来提供してきた高度で
安全・良質な医療を将来にわたって持続的に提
供できるよう、中期的な視点に立って適正かつ合
理的な計画を策定し、効率的に実施する。

　日常の保守管理及び定期点検を通して、施設設備等の適
切な維持管理に努めた。
　また、更新、修繕については、熱源空調設備、エレベー
ター、電話交換機等の見積徴収並びに業者打合せを実施し、
保全計画、更新計画の立案を進めたほか、電気設備につい
ては、中長期的保全計画の整備を進めた。

なお 病院再整備事業の基本設計業務においては 既存建

大項目 第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置

中項目 1

　なお、病院再整備事業の基本設計業務においては、既存建
物の保全改修計画を盛り込んで検討している。
　今後も、各々の稼働状態や更新による病院運営への貢献
なども鑑みながら、中期的な視点に立って適正かつ合理的な
計画を策定し、効率的に実施する。
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予算（2020年度）

ア 人件費の見積り

総額7,610百万円を支出する。なお、当該金額は、

法人の役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定

福利費及び退職手当の額に相当するものである。

イ 運営費負担金の基準等

運営費負担金については、総務省が発出する「地方

公営企業繰出金について」に準じ算定した額とする。

　また、建設改良費及び長期借入金等元利償還金に

充当される運営費負担金については、経常費助成

のための運営費負担金とする。

　人件費については、総額 7,670百万円を支出した。これは、施設基準の維持や診療機能
の向上を図る中で、適切にスタッフ確保を図ったことなどによるものである。
　また、運営費負担金については、総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に
準じ、総額 1,189百万円の交付を受けた。
　今後も、人件費については、適切な人員配置を行う中で、対医業収益給与費比率を考慮
しながら、計画的な執行を図る。

― 中期計画 年度計画 実績と課題

大項目 第５

実績と課題中項目 1

予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画

予算(2019年度～2021年度) 予算(2020年度) 決算(2020年度)

収入 収入 収入

営業収益 営業収益 営業収益

営業外収益 営業外収益 営業外収益

臨時利益 臨時利益 臨時利益

資本収入 資本収入 資本収入

計 計 計

支出 支出 支出

営業費用 営業費用 営業費用

営業外費用 営業外費用 営業外費用

臨時損失 臨時損失 臨時損失

資本支出 資本支出 資本支出

　 計 　 計 　 計

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

---

15,975

14,447

-0

8

-

-

666

411

▲ 51

-

40

（単位：百万円）

区分金額

45,275

581

区分

15,115

194

区分 金額 決算－予算

15,773

202

45,814 15,633 400

0

45,856

42,064

760

-

2,989

15,309

14,036

257

-

941

206

-

981

15,234

（単位：百万円）

658

予算(2019年度 2021年度) 予算(2020年度) 決算(2020年度)

（単位：百万円）

金額
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収支計画（2020年度）

年度計画 実績と課題

 

中項目 2

予算(2019年度～2021年度) 予算(2020年度) 決算(2020年度)

大項目 第５ 予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画

実績と課題

　地方独立行政法人として自立した経営基盤の確立を目指し、中期目標・中期計画の達成
に向けて一丸となって取り組んだ。当期は、新型コロナウイルス感染症流行拡大の影響を
大きく受けたが、収益確保と費用節減を図りながら効率的かつ効果的な業務運営に努め
た結果、当期総利益は395百万円（計画比＋349百万円、861.2％）（前年比＋69百万円、
121.1％）となり、黒字経営を維持することができた。
　今後も、新型コロナウイルス感染症の影響が続くと予想される中で、地域の関係機関と
の連携を一層強化し、新入院患者の確保と病床稼働率の維持・向上等に努めながら、安
定した収益の確保を図るとともに、コスト削減を徹底し、安定した経営基盤の確立を図る。

― 中期計画

収入の部 収入の部 収入の部

営業収益 営業収益 営業収益

営業外収益 営業外収益 営業外収益

臨時利益 臨時利益 臨時利益

支出の部 支出の部 支出の部

営業費用 営業費用 営業費用

営業外費用 営業外費用 営業外費用

臨時損失 臨時損失 臨時損失

総利益 総利益 総利益

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

15,294

15,106

673

区分

188

金額

‐

15,572

15,316

256

‐

395

‐

15,248

14,979

269

‐

46

区分

45,714

44,909

805

‐

108

決算－予算

（単位：百万円）（単位：百万円）

金額

（単位：百万円）

金額

665

8

‐

324

337

▲ 13

‐

349

15,967

15,771

196

45,821

45,258

563

‐

予算(2019年度 2021年度) 予算(2020年度) 決算(2020年度)

区分
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資金計画（2020年度）

年度計画 実績と課題

中項目 3

予算(2019年度～2021年度) 予算(2020年度) 決算(2020年度)

大項目 第５ 予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画

実績と課題

 

　業務活動における収支は1,407百万円（前年比＋178百万円、114.5％）となった。
　投資活動における支出では、医療機器等の固定資産の取得に加え、余裕資金の運用と
して、定期預金6,104百万円及び譲渡性預金100百万円の預入を行った。
　財務活動における支出では、移行前地方債償還債務776百万円を償還した。
　その結果、期末資金残高は 1,783百万円となった。
　今後も、施設の増改築及び医療機器の整備等については、中期的な資金計画の中で検
討を行う。
　また、余裕資金については、適切に運用を図る。

― 中期計画

資金収入 資金収入 資金収入

業務活動収入 業務活動収入 業務活動収入

投資活動収入 投資活動収入 投資活動収入

財務活動収入 財務活動収入 財務活動収入

市繰越金

資金支出 資金支出 資金支出

業務活動支出 業務活動支出 業務活動支出

投資活動支出 投資活動支出 投資活動支出

財務活動支出 財務活動支出 財務活動支出

次期繰越金

（注）計数は、端数をそれぞれ四捨五入しているため、合計で一致しないものがある。

▲ 1,459

2,782

53,542

41,492

5,564

3,183

3,304

区分

（単位：百万円）

金額

18,312

15,309

0

13,837

165

1,068

3,242翌年度繰越金 翌年度繰越金

金額

23,539

15,620

6,034

-

1,885

23,539

14,212

6,499

1,044

1,783

（単位：百万円）

決算－予算

5,227

310

18,312

区分

（単位：百万円）

53,542

45,856

4,904

0

金額 区分

0

3,003

▲ 24

前年度繰越金 前年度繰越金

6,034

-

▲ 1,118

5,227

376

6,334

予算(2019年度 2021年度) 予算(2020年度) 決算(2020年度)
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中項目 2 想定される短期借入金の発生理由

― 中期計画 年度計画 実績と課題

(1) 賞与支給による一時的な資金不足への対応
(2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支
給など偶発的な出費への対応
(3) 医療機器等の購入に係る 時的な資金不足

(1) 賞与支給による一時的な資金不足への対応
(2) 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支
給など偶発的な出費への対応
(3) 医療機器等の購入に係る 時的な資金不足

　2020年度は、年度計画で想定された短期借入金を要する事
由は発生しなかった。

1,200百万円 1,200百万円 該当なし

大項目 第６ 短期借入金の限度額

中項目 1 限度額（2020年度）

― 中期計画 年度計画 実績と課題

(3) 医療機器等の購入に係る一時的な資金不足
への対応
(4) 上記の理由に加え、運用資産を取り崩すこと
が適当でないと認められる場合

(3) 医療機器等の購入に係る一時的な資金不足
への対応
(4) 上記の理由に加え、運用資産を取り崩すこと
が適当でないと認められる場合

66



　2020年度決算において発生した剰余金については、すべて
を積み立てた。
　今後も、積み立てた剰余金については、将来の病院施設の
整備、医療機器の購入、研修や教育など人材育成と能力開
発の充実に充てる。

実績と課題― 中期計画 年度計画

　決算において剰余金が発生した場合は、病院
施設の整備、医療機器の購入、研修や教育など
人材育成と能力開発の充実に充てる。

　決算において剰余金が発生した場合は、病院
施設の整備、医療機器の購入、研修や教育など
人材育成と能力開発の充実に充てる。

大項目 第７ 剰余金の使途
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施設及び設備に関する計画（2020年度）

施設及び設備に関する計画(2020年度) 施設及び設備に関する計画(2020年度)

その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

判断理由

　施設及び設備については、209百万円を整備した。
　なお、財源については、自己資金及び補助金とした。

判断理由

実　　績

施設及び設備に関する計画(2019～2021年度)

― 中期計画 年度計画

大項目 第８

自己評価

4

設立団体の長

中項目 1

病院施設、
医療機器等整備

総額　209百万円

施設及び設備の内容

予定額

財　源

病院施設、
医療機器等整備

総額　660百万円

自己資金

施設及び設備の内容
病院施設、

医療機器等整備

予定額 総額　165百万円

財　源 自己資金 自己資金等

施設及び設備の内容

決算額

財　源
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別紙１　指標・目標の実績推移　　

4,625

3,154

87.8

78.9

77.1

83.6

5,713

102.1

94.2

11,337

55.4

27.526.0 26.2

92.9 92.5

11,480 10,581

55.8

29.2

57.0

26.1

訪問看護訪問件数（件） 6,237 6,160

経常収支比率（％） 101.6 100.2

医業収支比率（％） 93.3 92.3

新入院患者数（人） 11,250 11,370

対医業収益給与費比率（％） 56.9 57.2

対医業収益材料費比率（％）

救急車搬送受入件数（件） 4,504 4,430

がん新入院患者数（人） 3,199 3,130

入院患者総合満足度（％）

44.0

91.1 90.0

外来患者総合満足度（％） 77.7 80.0

紹介率（％） 77.1 79.0

逆紹介率（％） 88.8 89.0

　　【指標・目標】 2018実績値 2019目標値 2019実績値

102.5100.3

2020目標値 2020実績値

4,500 4,122

クリニカルパス適用率（％） 30.0 42.7 43.0 46.9

90.0 未実施

80.0 未実施

79.5 77.1

89.5 88.0

6,280 7,071

3,130 3,080

16.1 17.3 16.4対医業収益経費比率（％） 17.2 17.5
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別紙２　関連指標の実績推移　　

　　【関連指標】

7,447

491

備考

3,887

2020実績値

14,625

8,689

1,208

2,728

2,914

0

10

7,336

7,991 7,764

44

308

49

246

47

256

789 551 659

29 22

2019実績値

19,796

4,265

7,816

1,186

2,688

3,073

15

がん手術件数（件）

がん相談件数（件）

全身麻酔手術件数（件）

市民向け講演等開催数（回）

薬物療法件数（件）

rt-PA静注療法件数（件）

心臓カテーテル治療件数（件）

認知症ケアチーム新規介入件数（件）

人間ドック延べ利用者数（人）

臨床研究新規開始件数（件）

放射線治療延べ患者数（人） 510 548

1,245

2,887

2,930

15

救急患者受入件数（件） 20,107

救急入院患者受入件数（件） 4,253

2018実績値

（ 99.1 ） （ 99.2 ） （ 99.7 ）

（うちアクシデントの割合） （ 0.9 ） （ 0.8 ） （ 0.3 ）

平均在院日数（日）

（地域包括ケア病棟を除く日数）

11.4

（ 10.2 ）

11.4

（ 10.2 ）

11.4

（ 10.3 ）

95.5

（ 95.2 ）

89.6

（ 88.9 ）

130,833

70,017

208,786

20,767

66,137

18,350

57 21 3

1,910 2,093 2,113

96.1

（ 95.5 ）

140,626

225,427

139,481

65,585

235,467

16,293

延べ外来患者数（人）

1日当たり外来単価（円）

病床稼働率（％）

（地域包括ケア病棟を除く率）

延べ入院患者数（人）

（うちインシデントの割合）

地域医療従事者向け研修等開催数（回）

インシデント・アクシデントレポート報告件数（件）

1日当たり入院単価（円）
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別紙３　職員数の推移　　

37

16

8

7

11

6

2020

（2021年3月31日現在）

26

2019

（2020年3月31日現在）

113

4

20

521

29

臨床工学士 10 10

管理栄養士 5 7

診療放射線技師 26 26

臨床検査技師 39 39

理学療法士 16 16

作業療法士 8 8

言語聴覚士 6 6

医師 108 108

歯科医師 4 4

薬剤師 20 17

看護師 531 517

看護助手 31 29

2018

（2019年3月31日現在）
備考

131

8

946

事務職員 130 131

保育士 12 11

合計 956 938

視能訓練士 2 2

歯科衛生士 7 6

臨床心理士 1 1

2

6

1
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別紙４　予算・収支計画・資金計画の実績推移　

１．予算
収入

営業収益
営業外収益
臨時利益
資本収入

計
支出

営業費用
営業外費用
臨時損失
資本支出
　 計

２．収支計画
収入の部

営業収益
営業外収益

14,989 15,412 15,106 15,771
224 222 188 196

14,841 15,261 15,234 15,633

区分 2018決算 2019決算 2020予算 2020決算
15,215 15,634 15,294 15,967

255 238 257 206
- - - -

879 944 941 981

- - - -
15,136 15,615 15,309 15,975

13,707 14,079 14,036 14,447

14,906 15,388 15,115 15,773
229 228 194 202

1 1 - -

区分 2018決算 2019決算 2020予算 2020決算
（単位：百万円）

（単位：百万円）

2019予算

2019予算

14,980
211

-
-

15,192

13,931
275

-
913

15,119

15,213
15,007

206営業外収益
臨時利益

支出の部
営業費用
営業外費用
臨時損失

総利益

３．資金計画
資金収入

業務活動収入
投資活動収入
財務活動収入
前期繰越金

資金支出
業務活動支出
投資活動支出
財務活動支出
次期繰越金 2,063 1,885 3,242 1,7833,003

13,732 14,071 13,837 14,212
6,013 6,292 165 6,499

911 1,020 1,068 1,044

- - - -
2,701 2,063 3,003 1,885

22,719 23,267 18,312 23,539

-
2,782

17,974
13,756

165
1,050

22,719 23,267 18,312 23,539
15,107 15,300 15,309 15,620
4,912 5,905 - 6,034

31 - - -
206 326 46 395

-

17,974
15,192

224 222 188 196
1 - - -

区分 2018決算 2019決算 2020予算 2020決算

15,009 15,308 15,248 15,572
14,684 15,016 14,979 15,316

293 295 269294
-

32

（単位：百万円）
2019予算

206
-

256

15,181
14,888
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別紙５　施設及び設備に関する計画、移行前地方債償還債務の実績推移　

１．施設及び設備に関する計画

２．移行前地方債償還債務

2018決算 2019予算 2019決算 2020予算

721百万円 721百万円 721百万円 776百万円
移行前地方債償還債務

償還額

財源 自己資金 自己資金 自己資金 自己資金

長野県 -

2018決算 2019予算 2019決算 2020予算

施設及び設備の内容
病院施設、

医療機器等整備
144百万円 338百万円 175百万円 165百万円

うち補助金

2020決算

776百万円

2020決算

209百万円

自己資金等

129百万円- - -
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